
- 171 - 

３月１１日本会議再開（第４日目） 
 

１．出席議員    １４名 

    １番議員  西 沢 悦 子 君    ８番議員  玉 川 清 史 君 

    ２ 〃   小宮山 定 彦 君    ９ 〃   滝 沢 幸 映 君 

    ３ 〃   山 城 峻 一 君   １０ 〃   朝 倉 国 勝 君 

    ４ 〃   祢 津 明 子 君   １１ 〃   吉 川 まゆみ 君 

    ５ 〃   中 島 新 一 君   １２ 〃   塩野入   猛 君 

    ６ 〃   大日向 進 也 君   １３ 〃   中 嶋   登 君 

    ７ 〃   栗 田   隆 君   １４ 〃   大 森 茂 彦 君 

２．欠 席 議 員   なし 

３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

          町 長   山 村   弘 君 

          副 町 長   宮 﨑 義 也 君 

          教 育 長   清 水   守 君 

          会 計 管 理 者   青 木 知 之 君 

          総 務 課 長   柳 澤   博 君 

          企 画 政 策 課 長   臼 井 洋 一 君 

          住 民 環 境 課 長   山 崎 金 一 君 

          福 祉 健 康 課 長   伊 達 博 巳 君 

          商 工 農 林 課 長   大 井   裕 君 

          建 設 課 長   宮 下 和 久 君 

          教 育 文 化 課 長   堀 内 弘 達 君 

          収 納 対 策 推 進 幹   池 上   浩 君 

         まち創生推進室長   柳 澤 英 明 君 

          総 務 課 長 補 佐                          北 村 一 朗 君           総 務 係 長    
          総 務 課 長 補 佐                       長 崎 麻 子 君           財 政 係 長    
          企画政策課長補佐                       瀬 下 幸 二 君           企 画 調 整 係 長    

          保健センター所長   細 田 美 香 君 

          子 ど も 支 援 室 長   鳴 海 聡 子 君 

４．職務のため出席した者 

          議 会 事 務 局 長   関   貞 巳 君 

          議 会 書 記   宮 崎 あかね 君 

５．開  議    午前１０時００分 
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６．議事日程 

  第 １ 一般質問 

（１）新型コロナウイルス対策はほか 大 森 茂 彦 議員 

（２）商工業の振興についてほか 玉 川 清 史 議員 

（３）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）についてほか 祢 津 明 子 議員 

  第 ２ 議案第 ３号  坂城町積立基金条例の一部を改正する条例について 

  第 ３ 議案第 ４号  坂城町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例につい

て 

  第 ４ 議案第 ５号  坂城町手数料条例の一部を改正する条例について 

  第 ５ 議案第 ６号  坂城町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

  第 ６ 議案第 ７号  特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について 

  第 ７ 議案第 ８号  坂城町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

  第 ８ 議案第 ９号  坂城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

  第 ９ 議案第１０号  町営住宅等管理条例の一部を改正する条例について 

  第１０ 議案第１１号  坂城町公民館条例の一部を改正する条例について 

  第１１ 議案第１２号  令和２年度坂城町一般会計予算について 

  第１２ 議案第１３号  令和２年度坂城町国民健康保険特別会計予算について 

  第１３ 議案第１４号  令和２年度坂城町下水道事業特別会計予算について 

  第１４ 議案第１５号  令和２年度坂城町介護保険特別会計予算について 

  第１５ 議案第１６号  令和２年度坂城町後期高齢者医療特別会計予算について 

７．本日の会議に付した事件 

前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（西沢さん）  おはようございます。会議に入る前に申し上げます。 

 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災から９カ年が経過いたしました。この未曽有の

大災害の犠牲になられた皆さんに対し哀悼の意を表するため、午後２時４６分に１分間の黙祷を

ささげたいと思います。議員各位、理事者等のご理解をお願いいたします。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議

を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 
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────────────────────────────────────── 

◎日程第１「一般質問」 

議長（西沢さん）  初めに、１４番 大森茂彦君の質問を許します。 

１４番（大森君）  ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、ただいまから一般質問を

行います。 

 １といたしまして、「新型コロナウイルス対策は」についてであります。 

 新型コロナウイルスで日本中が不安に駆られています。クルーズ船での対応が不十分で後手に

回り、全国に広がっております。医療体制、検査体制の遅れで国民の早く検査を受けたいという

願いに応えることができていません。その上、安倍首相は専門家や文科省の意見も聞かず、独断

で全国の小中学校の一律休校にしたことは、ますます混乱を招いているのではないでしょうか。

休校を決定するのは、学校設置者である地方自治体であり、教育委員会であります。地方自治法

を無視して国は一方的に決定するのは、戦前への回帰となるのではないかと心配するところであ

ります。さらに安倍政権は、新型コロナウイルスの対策に対して、この新型コロナ特措法を作ろ

うとして、今日にも国会へ上程しようとしております。この間、既にある新型インフルエンザ特

別措置法に基づく措置を、新型コロナウイルス対策に適応してきております。法改正の立法事由

はなく、法改正は断念すべきだと思います。新型コロナ特別法ができれば、国民の自由やあるい

は財産なども規制されたり、そしてこの措置は、日本国憲法にも反する内容となります。この新

型コロナ特措法ができれば、ますます安倍首相に特権を与えることになるのではないかと心配す

るところであります。 

 この間、突然なことでありまして、町内の子どもをもつ保護者の皆さんも、大変対応に苦慮さ

れたことと思います。私も何人かの先生にお話を伺いました。この３月、１年間のまとめの月で、

一番大事な時に子どもに会えない、大変つらい思いだ。そして、また別の方は、この３月にまだ

教えていない未履修の点についてはどうするのかとお聞きしたら、新年度で補修するようになる

だろうというふうにおっしゃっておりました。また別の先生は、３月中に通知表を一人一人に渡

す時間だけは確保したい、このようなお気持ちも話していただきました。そして、受け持ちの子

どもの生活については、保護者とメールなどで様子を確認して、このように先生方も対応が大変

なようであります。 

 そこで、お尋ねするわけですが、あまりにも唐突な休校措置、この理由について答弁を求めま

す。そして、まだ教わっていないこの教科の履修については、どのように対応を考えていらっし

ゃるのか。そして、この期間中、先生方の負担について、教育委員会としてどのような指示が出

されているのか、これについての答弁を求めます。 

 ロといたしまして、児童館の対応は。 

 急な休みになり、児童館の来館の学童の状況はどのようになっているか。そして、早朝より夕
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方まで、指導員の方は長い時間の勤務をすることになりますが、この交代要員あるいはそれをフ

ォローする方、このような確保についてはどのようになっているのか。また、児童館ではリスク

が学校よりも大きいのではないかと心配するところであります。これは、学校では授業時間は机

から離れない、椅子に座っている、そして両方の通路がある、このように一定の幅をもった生活

行っているわけです。ところが、児童館では自由に動き回り、そして子ども達との取っ組み合い

やら、あるいはけんかもあるでしょう、こういうような中で、果たして児童館が安全かと、この

ことも心配しているところであります。 

 ハといたしまして、松本南から松本地域、南牧村で発症が確認されておりますけれども、町で

は行政無線で注意喚起を流しております。町内での状況はどうなのか、これまでの相談状況、そ

して町民からの発症が確認されたときの対応は、その手順はどのようにされるのかご答弁をお願

いいたします。 

 以上で、１回目の質問といたします。 

教育長（清水君）  １つ目の「新型コロナウイルス対策は」のイ、小中学校の一斉休校の対応につ

いてお答えいたします。 

 小中学校臨時休業の対応につきましては、先日の山城議員さんにお答えしたものと重複すると

ころもございますが、よろしくお願いいたします。 

 ２月２７日に開催された国の新型コロナウイルス感染症対策本部において、「今がまさに感染

の流行を早期に終息させるために極めて重要な時期であることを踏まえ、何よりも子ども達の健

康・安全を第一に考え、感染リスクに予め備える観点から、小学校、中学校、高等学校及び特別

支援学校における全国一斉の臨時休業を要請する」といった方針が決定し、同日夕方、内閣総理

大臣から発表されました。 

 これを踏まえ、町教育委員会では午後７時に、翌日、児童生徒が登校した後、緊急対応検討会

を開催することを決定し、あわせて学校からは、児童生徒及びその保護者に対してどのような対

応となるか不明であるが、明日、その対応についてお知らせをすること、また、荷物の持ち帰り

もできるよう大きめの袋等の持参について、すぐメールにより連絡をしたところでございます。 

 翌２月２８日の朝、庁内において学校臨時休業に伴う対応等について協議し、午前９時半から

小中学校長、総括児童館長、給食センター所長と私、事務局が出席し、緊急対応検討会を開催い

たしました。 

 会議では、児童生徒の健康・安全を第一に考えることは大切であるが、それと同時に、児童生

徒の気持ちの準備をするための時間が必要ではないかとの方向が示され、３月２日朝からの休業

ではなく、２日午後からの休業とすることとし、児童生徒が落ち着いた状態で臨時休業を迎えら

れるよう配慮いたしたところでございます。 

 同日、文部科学事務次官から「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等
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学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について」が発出され、長野県教育委員会を経由

し、通知されました。 

 内容といたしましては、臨時休業を行う場合における配慮として、保健管理に関すること、教

育課程に関すること等について示され、中でも教育課程に関する事項といたしましては、「児童

生徒が授業を十分受けることができないことによって、学習に著しい遅れが生じることのないよ

う、可能な限り家庭学習を適切に課す等の必要な措置を講じるなど配慮すること」等について示

されました。 

 これらを受け、町における臨時休業中の子ども達への対応といたしますと、人込みの多い場所

や不要不急の外出は避けること、帰宅時や食事前などは、こまめに石けんなどで手洗いやうがい

をし、予防に努めること、発熱などの風邪の症状が見られる場合は、安静にして休養と水分補給

に努めることなど、基本的な対策について再確認がされました。 

 また、学習面においては、通常の課題として出される春休み帳に加え、新たにプリントなどを

配布し、１年間の復習を臨時休業期間中に行えるよう指導することといたしました。 

 なお、臨時休業期間中は、学級担任が電話連絡又は家庭訪問により健康状態などの確認を行う

こととし、特に中学３年生については、学習面において不明な点がある場合は、個別に連絡を取

り合い対応することといたしました。 

 また、文部科学省より、「新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休業を行った場合において、

学校教育法施行規則等に定める標準授業時間数を下回った場合においても、下回ったことのみを

もって学校教育法施行規則に反するものとされない」と示されました。 

 坂城町の状況といたしましては、必修科目での標準授業時間はほぼ終了しており、必修科目以

外の体育、音楽、図工が若干残っている状況でございますので、未履修教科の履修については見

込まなくてもよいと考えております。 

 臨時休業期間中の教員の対応といたしましては、学級担任から電話連絡あるいは家庭訪問によ

り健康状態などの確認を行うとともに、必要に応じてスクールカウンセラーによる教育相談につ

いても行う予定としております。 

 また、児童生徒の学籍や指導の過程及び結果の要約を記録し、その後の指導や外部に対する証

明等に役立たせるための原本となる指導要録の作成、新年度準備のため、学校ごとの教育方針、

組織と運営、学校管理、学習の時間、諸教育等をまとめた学校基本計画の作成、教室移動や校内

の引っ越し、学年が変わることにより不安定となる児童や保護者を対象とした教育相談や面談等、

様々な業務を行っております。 

 ３月２日の登校日におきましては、小学校においては、各教室において放送により校長からの

話を実施し、子ども達に改めて臨時休業に至った経過や臨時休業中の過ごし方などについて学校

長から説明をいたしました。 
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 卒業式につきましては、現在のところ中学校が３月１７日、小学校は１８日と開催日は予定ど

おりとしておりますが、規模を縮小し、出席者は卒業生、保護者そして教職員、来賓は町、町議

会、ＰＴＡのそれぞれ代表者のみで、祝辞は行わず紹介のみとさせていただくこととしており、

また、登校日に関しましては、中学校は３月１７日、小学校は１８日の午後もしくは１９日を予

定しております。 

 今回の緊急な対応につきましては、子ども達の健康・安全を第一に考えるとともに、限られた

時間の中で児童・生徒及び保護者に対し、少しでも早くお知らせする必要があったわけでござい

ますが、保護者の皆様のご理解のもと、今後も学校現場と連携する中で、適切な対応となります

よう取り組んでまいりたいと思います。 

教育文化課長（堀内君）  続きまして、ロ、「児童館の対応は」のご質問についてお答えいたしま

す。 

 小学校、中学校等における全国一斉の臨時休業を要請する内閣総理大臣からの方針を受け、緊

急対応検討会、こちらでは小中学校の休業等の検討とあわせ、児童館、放課後児童クラブの対応

についての検討も行い、３月３日から３月１８日までの間、午前開館をすることといたしました。 

 今回の児童館の開館は緊急対応であることから、登録児童を含め、可能な限り家庭での対応に

ついてご協力をお願いすることとし、家庭等での見守りが困難な児童については、学校の長期休

業時に開館する時間帯と同じ、午前８時から午後６時半までの間で受け入れを行うことといたし

ました。 

 この期間に児童館利用を希望される場合は、利用前に朝の検温結果を報告していただくと同時

に、緊急時の対応ができるよう、連絡先などを確認させていただいております。 

 児童館の１日開館といたしました３月３日からの利用状況でございますが、３児童館の合計人

数で、初日の３日は３４人、４日は４０人、５日は３７人、６日は３３人、９日は３４人、そし

て１０日は４２人となっております。 

 現在登録されております放課後児童クラブの児童数からいたしますと、通常利用する人数の約

３分の１ほどの利用状況となっており、今回の感染防止という主旨から、保護者のご理解とご協

力により、各家庭等において対応がなされているものと考えております。 

 また、児童館において対応いたします指導員、職員の確保についてでございますが、館長、支

援員のほか、午前開館にあたりましては、各学校に配置している支援員を活用し、児童館で児童

の生活面での支援や学習指導にあたっております。 

 このような対応につきましては、日ごろの学校生活で慣れ親しんでいる学校支援員が加わるこ

とで、児童も精神的にリラックスでき、安心して活動に取り組めている状況と推察しております。 

 現在のところ、通常の長期休み等の職員体制よりも多い人数が確保できており、子ども達が

１カ所に集中することがないよう小グループに分かれた活動を心がけ、それぞれに支援員がつい
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て対応にあたっております。 

 例えば、館内で過ごす場合には、学習や読書、昼食時には児童一人一人の間隔を取り、十分な

空間が確保できるよう注意しております。また、アルコール消毒液を追加し、ドアノブなどの除

菌をこまめに行い、衛生面からも清潔な状態を保てるよう努めております。 

 現時点では、利用人数も少人数で推移しており、大きな混乱もない状況でありますが、こまめ

に部屋の換気を行い、手洗い、うがい等の指導を徹底し、今後の利用状況を見ながら、必要に応

じ学校の体育館を利用するなど学校と連携を図り、子どもの安全を第一に取り組んでまいりたい

と考えております。 

保健センター所長（細田さん）  続きまして、ハ、「町民への対応は」のご質問についてお答えい

たします。 

 初めに、新型コロナウイルスに関する町への相談状況については、感染が疑われるときの相談

先はどこかなど今までに４件で、いずれも内容をお聞きする中で必要な相談機関等を案内するな

どの対応をしたところでございます。 

 また、県においては、住民の方から一般相談窓口として２４時間対応の専用ダイヤルが設置さ

れ、国においても９時から２１時までのフリーダイヤルで対応しております。 

 さらに、新型コロナウイルス感染症ではないかとの不安をお持ちの方の有症状者相談窓口とし

て、県内各保健福祉事務所などに専用ダイヤルが設置され、２４時間体制で対応にあたっている

ことから、町への問い合わせは少ないものと考えております。 

 町といたしましても、新型コロナウイルスについては、ウイルスの特性等も解明されておらず、

相談内容によっては専門性の高い対応を求められることから、町ホームページ、すぐメール、ま

た、「広報さかき」により、国や県の専用相談窓口を周知しているところでございます。 

 次に、町民からの発症が確認された時の対応と手順についてでございますが、新型コロナウイ

ルス感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、いわゆる感染症法に

基づく指定感染症となっており、「感染症の発生の状況、動向及び原因の調査、また、感染症の

患者への入院勧告・入院措置の実施については、都道府県知事が行う」と規定されていることか

ら、町内で感染者が確認された際にも、基本的な対応は県において行うこととなります。ただし、

「感染症の病原体に汚染された場所等の消毒については、原則として当該患者もしくはその保護

者、または、その場所の管理者もしくはその代理者が行う」とされていますが、「都道府県知事

が、その実施が困難であると認めるときは市町村に消毒するよう指示し、または、当該都道府県

の職員に消毒させることができる」とされていることから、今後の感染の状況によっては、町に

おいて実施することも想定されるところでございます。 

 現状におきましては、感染の有無を調べる検査は、行政検査として県の管理のもとで行われ、

感染症の発生状況等の情報については、個人情報の保護に留意する中で国及び県から公表される



- 178 - 

ことから、市町村が具体的な感染者の情報を得ることは難しく、個々の市町村に感染者に関する

情報が必ずしも伝えられるかどうかは不透明な状況となっております。 

 また、新型コロナウイルスの対策としては、さらなる感染拡大に備え、法改正や新たな支援策

の決定、ウイルス検査体制の拡充など日々変化しており、町の対応につきましても今後変わって

くるものと考えます。 

 いずれにいたしましても、県と緊密な連携を図り、その時々で必要な対応をとってまいりたい

と考えるところでございます。 

１４番（大森君）  それぞれの担当課長等から答弁をいただきました。 

 小中学校の対応ということでありますけども、中学に対しては学習面での相談も受けていると

いう報告でございました。また、子どもたち、児童たちの精神面等の支援をするという意味で、

必要に応じてスクールカウンセラーも派遣するというようなところまで対応されるということに

はなっているということですので、それなりに対応はされてきているということです。 

 あと、児童館の関係では、登録児童よりも本当に少なく、それぞれの家庭で対応されていると

いうことになっていて、この点については、今のところ発症といいますか、そういう状況も出て

いないということで、これについても一応の対応ができているのかなというふうには思います。 

 また、町民への対応について、発症しても町へは知らされない可能性もあるというような答弁

がありました。これも、松本でも松本管内というざくっとしたことしか出てきていません。今回、

もう一つは、南牧村については具体的に感染経路まで明確にされてきているということもありま

すけども、これについても町の保健センターがタッチするという状況にはなっていないというこ

とで、当然、県が主体的にこれらについて対応をしていくということでございますので、やはり、

コロナウイルスに感染しないこの対応についての喚起を引き続き求めてまいりたいというふうに

思います。 

 次に、教育の関係で、学校を休校にしたことについては、これは国からあるいは安倍総理から

そういう指示が来たから、しょうがない、やるかということなのか、それとも、町の教育委員会

で検討し、自主的判断で行ったかということについては、ちょっと確認したいというのは、よろ

しくお願いします。 

教育長（清水君）  ただいまの大森議員さんの再質問についてお答えいたします。 

 公立学校の休業日については、学校教育法の施行令第２９条によりまして、「市町村または都

道府県の設置する学校にあたっては、当該市町村または都道府県の教育委員会が定める」と、そ

ういうふうに定められております。総理大臣からそういう要請があったわけでございますが、最

終的には各学校の校長をその会議に呼びまして、一緒に学校のほうの対応として可能かどうかと

いうようなことも勘案しまして、最終的には町の教育委員会のほうでそれは決めました。 

１４番（大森君）  教育委員会からの確認ができましたので、次の質問にまいりたいと思います。 
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 ２といたしまして、スマートタウン構想についてお尋ねいたします。 

 これだけでも半分の時間を取ってしまいましたけども、これも簡潔にご答弁願いたいというふ

うに思います。 

 当町においてエネルギー政策は、平成１７年の２月に発行した坂城町地域新エネルギービジョ

ン策定事業報告書、そして平成２４年３月にはスマートコミュニティ構想普及支援事業成果報告

書、さらに人口減少に歯止めをかけ、快適で住みよい環境を確保するため、「坂城町第５次長期

総合計画 後期基本計画」の策定とあわせ、平成２８年から令和２年の５年間の町人口ビジョン、

そして「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、事業実績に向けて取り組んできました。

そして、住宅用の太陽光発電や蓄電池など、補助事業では一定の評価をするところではあります

けども、スマートタウン構想というものについて、なかなかイメージがわかないというところが

あります。グランドデザインがよく見えていないのじゃないかなというふうに私は思うんですが、

この取り組みは、非常に息の長い取り組みで、環境とエネルギーの分野で原発に頼らない再生可

能エネルギーの普及と環境に留意したごみなどの分別でＣＯ２の削減をどう進めていくか、この

ことも具体化されてくる必要があるのではないか、スマートタウン構想、これについてどのよう

なものかご答弁を求めたいと思います。 

 次に、総合戦略の（２）の生活を実現する環境整備の項目で、テクノさかき工業団地のスマー

ト工業団地化事業では、総合評価でＣの判定を受けておりますけども、今後これについての事業

はどのような対応をされるのか、これについての答弁を求めたいと思います。 

 ロといたしまして、昨年１２月に国連の気候変動枠組条約第２５回締結国会議「ＣＯＰ２５」

がスペインで開催されました。しかし、パリ協定の運用ルールの一つである温室効果ガスの削減

量の国際取引については合意できないで、今年のＣＯＰ２６に先送りされたということになりま

す。この時には、子ども達が呼びかけたグローバル気候マーチは世界の１５８カ国の２，

４００都市で、日本では２５都府県で取り組まれました。気候変動の影響を受けるのは自分たち

だという若い世代の訴えは切実であります。しかし、日本政府は、温室効果ガス排出量を実質ゼ

ロにする期限を示していません。さらに、日本が石炭火力発電所に固執する姿勢が化石賞を２回

も受賞するという不名誉な状況であります。 

 また、国内では壱岐市で昨年９月、そして県内では白馬村、次いで長野県が気候変動事態宣言

を行いました。特に長野県は、県内の市町村に賛同を呼びかけていますが、私が準備したときに

は町の名前は挙がっておりませんでした。これについて具体的にはどうだったのかお尋ねします。 

 また、ＣＯＰ２５では、２０５０年までに二酸化炭素などの排出を実質ゼロにするということ

で、今年の排出削減の国別目標を見直し、与信的な目標引き上げを表明する国が１２１カ国に広

がっております。これに応える自治体が気候非常事態宣言を行っているわけです。町もこの宣言

ができないか答弁を求めます。 
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 以上で、２回目の質問といたします。 

町長（山村君）  ただいま大森議員さんから２番目としまして「スマートタウン構想について」、

イとして「どんなまちづくりになるか」、ロ、「気候非常事態宣言について」のご質問がありま

した。 

 今、お話にはありましたけれども、スマートタウン構想については町全体の取り組みでありま

す。昨日も中島議員さんから蓄電池の話もありました。住宅、それから工業団地、企業含めての

いろんな取り組みを、今、やっているところでございます。その状況につきましても、整理して

お話申し上げたいと思っております。 

 先ほどもお話ありましたけれども、平成２３年３月に発生しました東日本大震災における原子

力発電所の事故をきっかけとしまして、坂城町では民生、公共、産業とあらゆる分野において安

定的な電力供給を維持し、地域全体の電力の有効利用や再生可能エネルギーの活用など、複合的

に組み合わせた仕組みづくりを目指して、スマートタウン構想事業に取り組んでおります。 

 その中では、町民の暮らしにおける省エネルギー行動などによるライフスタイルの改革に向け

た意識啓発とともに、各分野において具体的な取り組みを検討、実施していく中で歩みを進め、

将来的にこれらが融合して町全体のスマート化につながることをイメージしているところであり

ます。 

 具体的な取り組みといたしましては、民生の部分では、住宅用のスマートエネルギー設備導入

に対する支援を行い、太陽光発電設備だけでなく、蓄電池設備やＨＥＭＳ（ヘムス）というホー

ムエネルギーマネジメントシステム、こういったメニューも加える中で、各家庭における自立分

散型のエネルギーサイクルを実現するゼロエネルギーシステムの構築を目指して支援を行ってお

ります。 

 公共の分野につきましても、スマートタウン構想に向けた象徴的な位置付けを含めて、役場庁

舎にバイオマスボイラーや再生可能エネルギー設備、蓄電設備を導入し、また、庁用車として電

気自動車を導入するなど先導的な取り組みを実施してきたところであります。 

 また、今後の取り組みといたしましては、昨年の台風１９号、これは令和元年東日本台風でご

ざいますけど、この際の停電を教訓とする中で、地域の避難所となる町内小学校の体育館に自立

分散型の蓄電設備や再生可能エネルギー設備の導入を進め、平時のＣＯ２削減による地球温暖化

対策と停電時の電力供給を併せて実現できるよう整備を進めてまいりたいと考えております。 

 産業の分野に関しましては、これまでテクノさかき工業団地のスマート工業団地化を目指し、

実証実験などの調査をはじめ、具体的な事業化に向けて取り組みを行ってまいりました。平成

２８年度に行った事業の実現可能性調査で、「事業化の可能性あり」との調査結果が出たことを

受けて、事業化に向けて団地内の企業、電力事業者と協議、調整を続けてきたほか、事業規模や

採算性など実現に向けた検討を重ねてまいりました。 
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 また、一方、平成２９年度に、国の補助制度の改正により設備設置経費の財源として予定して

いた補助金が引き下げられてしまったことなどを受けて、改めて専門的な見地から電力事業者が

詳細な調査を行った中で、この事業においては、このままでは採算が取れないと結論づけられま

した。その後も、様々なシミュレーションを行いましたが結論は変わらず、一括受電による電力

供給を進める事業については、一旦ここで踏み留まらざるを得ないと判断をしたところでありま

す。 

 今後、テクノさかき工業団地の面積を拡張していく計画でありますので、拡張部分も含めた中

で、工業団地のスマート化に向けた別の取り組みができないか検討してまいりたいと考えており

ます。 

 続いて、「気候非常事態宣言を」とのご質問につきましては、令和元年９月に長崎県壱岐市が

全国に先駆けて気候非常事態宣言をして以来、全国の複数の自治体で同様の宣言が行われ、地球

温暖化対策に取り組む決意が表明されています。県内でも、現在までに県と千曲市、白馬村が独

自に宣言を行っているところであります。 

 宣言を行った自治体におきましては、同時に地球温暖化対策に向けた具体的な取り組みを掲げ

ているところでありますが、当町におきましては、早い段階からスマートタウン構想事業の取り

組みの中で、各分野において再生可能エネルギーの導入などを進め、ごみの排出抑制などの取り

組みも含め、温室効果ガスの削減による地球温暖化対策を進めてきたところであります。今後も

引き続き、この構想の目的の一環として地球温暖化対策を進めていきたいと考えており、現時点

において町として独自に宣言を行うことは考えておりません。 

 また、町といたしましては、まちづくり全体で推進する「ＳＤＧｓ」、持続可能な開発目標の

環境面の目標やターゲットを達成していくための施策と位置付け、取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 長野県は、昨年１２月に行った気候非常事態宣言の中で、「２０５０年に県内での二酸化炭素

排出量を実質ゼロにする」と決意を表明し、これを達成するためには、県下市町村や民間企業等

との連携が不可欠であるとしているところであり、先月末に県から市町村に対し宣言への賛同の

呼びかけがありました。当町といたしましても、地球温暖化対策の推進に向けて既に一定の事業

に取り組んでおり、今後もＳＤＧｓの目標達成に向けてより広域的な観点で取り組んでいくこと

が重要であると考えるところから、今月３日に県の宣言に賛同する旨を県側に伝えたところであ

ります。県の宣言には、３月１０日の時点で当町を含め４９の市町村が賛同している状況であり

ます。地球温暖化の解決に向けては、個人や家庭のほか、自治体や民間企業、ＮＰＯなどあらゆ

る組織が官民の枠を超えて連携して取り組むことが重要であると考えており、町といたしまして

も、その一員としてさらなる取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

１４番（大森君）  「まち・人・しごと創生総合戦略」、ここでの一つの大きな目標２つです、
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１つはスマート工業団地の取り組み、もう一つは民生といいますか住宅に再生可能エネルギー、

太陽光発電の設置への補助をしていくと、もう一つは当然公共施設への導入ということでの３点

揃えて取り組んでいくということになっています。これについても、息の長い取り組みでありま

すので、当然この工業団地をスマート化するということについては事業所の協力が不可欠なこと

でありますので、その点についても今後の中でよく協議をし、具体的に相談しながら進めていっ

ていただきたいというふうに思うんですが、一番私はわからないというのが、昨日同僚議員が太

陽光発電の質問の中で、町長が２．８メガワットの発電の機能は町内でできたという、それだけ

のものがあるわけです。これは私、初めて聞いたわけですけど、ほかの方はどうか、私の意識不

足かもしれませんが、こういうのはやっぱりホームページなどで総合的にスマートタウン、町の

構想について、具体的にこういうことになっている、こういう取り組みをして結果こうなってい

るという、このサイトがないんですね、みんなバラバラで。そのところで、一体町は何やってい

るのかということが目になかなか入ってこない、そういう意味で、やっぱりどういう町になって

いるのかという構想すら見えてこない、個々の事業については、いろんな成果を出しているとい

うふうにおっしゃいますけども、それは総合的に確認できるということが必要だと思います。そ

の点について、もう少しホームページなんかも整理できないか、ちょっと答弁願いたいと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

企画政策課長（臼井君）  再質問にお答えいたします。 

 いろんな取り組み、町がやっている取り組みの成果、そういったものについて町民にもっと知

らせていったらどうかというご質問でありますけれども、町におきましても、一応スマートタウ

ン構想の内容ですとか、そういったものについてはホームページに掲載をしているという状況で

ございます。あと、一部工業施設で太陽光発電等している部分については、その発電量等につい

てお知らせをしているという状況ではございますけれども、なかなか昨日ご答弁させていただい

たような、町の総合的な部分等については、お知らせできていないという部分もありますので、

今後さらに町の取り組みについてお知らせしていけるような形を考えてまいりたいというふうに

考えております。 

１４番（大森君）  あと、気候非常事態宣言について、町は宣言するということではないというふ

うに答弁いただきました。これだけの取り組みをしていて、宣言してもいいではないかという、

千曲市等と比べればそれなりに進んでいるというか、取り組みがあるということから見れば、き

ちっと宣言をして、そして２０５０年で排出をゼロにすると、ＣＯ２をゼロにすると、この目標

に向かってそれぞれの産業もそして民生関係も、そして行政関係についても努力していくという

一つの方向性、対応を一つ用意しないと、とりあえず５年間計画して見ましょう、また５年間計

画して、１０年計画していきましょうと、そんなような形でしか進められない、長期にわたった

２０５０年までにどういう町になるのか、ＣＯ２削減にはどういうふうに準備していくのかとい
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うところからいけば、やっぱり宣言をまず行って、そこへどう毎年取り組んでいくのかというこ

とが必要じゃないかというふうに思うんです。そのことについて、私は町長の今のご答弁では、

結構消極的ではないかなというふうに思いますし、やっぱり日本政府や、あるいは国民や、ある

いは地球上のいろんな皆さんにも坂城町についての考えをやっぱりアピールするということが必

要だと思うんですが、その点についてもう一度ご答弁願いたいというふうに思いますが。 

町長（山村君）  絶対やらないと言っているわけじゃないんです。今の状況で、ほかの先ほど申し

上げた隣の市ですとか見ますと、具体的な目標が入っているんですけども、十分にそのぐらいの

ことは坂城町はやっていると思っております。それでももっと大きな長期的な目標でＳＤＧｓも

あるし、いろいろありますので、例えばスマートタウンのスマートファクトリー工場関係、もう

少し形になってきてからでもいいかなと思っております。要するに、これはいずれそのレベルの

話はしなきゃいけないと思っているんですけども、慌ててやることはないと、しかしながら県か

ら問い合わせがありましたんで、大いに賛同するという答えをした段階だということです。 

１４番（大森君）  わかりましたというか、やむを得ませんというか、そういう努力はぜひお願い

したいというふうに思います。 

 時間もちょっとありませんので、３といたしまして、加齢性難聴者の補聴器購入の補助制度を

作ってほしいということで質問いたします。 

 イといたしまして、補聴器購入に助成を。 

 高齢に伴い耳が聞こえにくくなって、仕事や社会生活、日常生活に不便を来たしてくる、そし

て、そのため補聴器は必需品となるわけです。加齢性の難聴は、うつや認知症の原因とも言われ

ております。しかし、補聴器はしっかりしたきちっとした物であれば平均価格で１５万、これは

両耳使いますのでこのぐらいの価格であるという、高価なものだということで、重度の難聴者に

は、障がい者の認定での購入に対する補助があります。しかし、そのレベルにいかない難聴者の

皆さんについては、その助成対象から外されるということになっています。これを対象にするよ

うにというふうになれば、国の考えも変えなきゃいけないんで、それは今後の課題といたしまし

て、とりあえず坂城町において高齢者が社会で生活する、また働いていくときの補聴器は必要だ

と思います。今後、これについてどのように対応するのか、また、そのことが可能なのか、研

究・検討すべきと思いますけども、これについての答弁を求めたいと思います。 

福祉健康課長（伊達君）  「加齢性難聴者の補聴器購入補助制度を」ということで、「補聴器購入

に助成を」についてお答えをいたします。 

 加齢性難聴は加齢に伴い、耳の中で音を神経に伝える有毛細胞といわれる細胞が劣化あるいは

減少することで聴力が低下していくもので、一度劣化したり減少した有毛細胞はもとに戻ること

がないということでございます。したがって、医学的治療が困難とされているということでござ

います。 
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 加齢性難聴では、電話の呼び出し音など高周波・高音域の低下が著しく、また、微妙な周波数

の違いが分かりづらくなり、会話に使われる言葉の聞き取り能力が低下することが特徴と言われ

ており、相手との会話がスムーズにできなくなるということから、人との会話を避けるなど、外

部からの刺激が少なくなることで脳機能が低下し、認知症や孤立によるうつ状態に陥ってしまう

リスクも指摘されているということでございます。日常生活や会話の改善には、専門医の診断に

基づくご自身に合った補聴器の使用が有効とされています。 

 現在、ご質問もありましたけれども、補聴器の購入に対する公的な助成制度といたしましては、

聴覚障がいにより身体障害者手帳の交付を受けている方に対し、障害者総合支援法に基づく補装

具費として、品目や形状ごとに定められている基準額に応じ、国が２分の１、県と町がそれぞれ

４分の１を負担する支給制度がございます。 

 支給にあたりましては、購入前に指定医師による意見書と購入品の見積書を添付の上、支給申

請書を提出していただき、県立の総合リハビリテーションセンターにあります更生相談室の判定

に基づき、支給を行っているということでございます。 

 補聴器購入に対する助成につきましては、こうした公的制度がありますので、現状におきまし

ては、この制度の範囲内において対応をしてまいるということでございます。聴覚障がいによる

障害者手帳の交付要件に該当する方につきましては、手帳の取得により補聴器購入の助成だけで

はなく、各種料金等の割引なども対象となる場合がありますので、手帳の取得をお願いしたいと

存じます。 

 しかしながら、ご質問にありますように、両耳の聴力が７０デシベル以上とされる身体障害者

手帳の聴力レベルには該当しない、いわゆる中度、軽度の難聴の方もおられます。こうした方の

うち、１８歳未満の方の補聴器購入につきましては、修学等への影響も考慮し、県の単独補助事

業として市町村が行いました購入助成の２分の１を財政支援してくれる制度があり、町でもこの

制度を活用した軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業補助金交付要綱を整備し、平成２５年

５月から運用をしております。 

 一方、中度や軽度の難聴者が相当数おられると推測される高齢の方については、県などでも補

助制度がないのが実状で、現状において町単独での助成については財政的な観点を含め、慎重な

対応が必要と考えているところでございますが、高齢化率等も年々高まっている状況等も踏まえ、

機会を捉え、県に対しても補助制度への取り組みについて要望してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

１４番（大森君）  課長より答弁をいただきました。 

 ７０デシベル以上の方が一応聴覚障がい者ということで、障害者手帳が交付されるということ

ですが、７０デシベルといったらどのぐらいのものですか。そして、時間もありませんので、私

が調べた範囲でいきますと、２５デシベル未満、これは健聴、健康な耳だということです。それ
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から、軽度難聴２５デシベル以上４０デシベル未満で小さな声や騒音下での会話を聞き間違える、

そして聞き取り困難を自覚する、聞き間違えや生返事による誤解、トラブル、仕事上の支障など

が起こる可能性があるというふうに書いています。中度難聴、普通の大きさの声の会話の聞き間

違えや聞き取り困難を自覚する、聞こえが原因でコミュニケーションがうまくいかなくなり、家

族や周囲の人に悪影響を与えてしまうこと。高度難聴、これは障害者手帳の基準になるわけです

が、非常に大きい声か補聴器を用いないと会話が聞こえない、周囲の人とのコミュニケーション

が疎遠になるだけでなく、日常生活にもかなり困難が生じていくということで、これ以上の方が

障がい者の難聴者というふうに言っています。それから、担当者から資料をいただいたんですが、

子どもの補助制度があるということですが、当町においては、ゼロ歳から１９歳はゼロです、購

入された方は。２０から３９歳は４人、４０歳から４９歳が３人、５０歳から５９歳が２人、

６０歳から６４歳が２人、６５歳から７４歳が５人、７５歳以上が３６人なんです。これを見て

も、４０歳、５０歳、６０歳からだんだんと難聴者が増えてくる、難聴に近づいていくという数

字的なものだというふうに思います。そういう意味では、やはり４０デシベル以上、これについ

ては、ＷＨＯが一応基準として出しているわけです。そのこともあって、ヨーロッパで多くの方

が高齢者が補聴器を装着しているというふうに、いろいろ調べたら出てきました。こういう点か

ら見れば、本当は障害者の手帳認定について、もっと基準を下げるべきだというふうには思うん

ですが、当面は町のほうでその対応ができないのか、再度答弁を求めたいというふうに思います。 

福祉健康課長（伊達君）  町のほうでの対応ということでございますけれども、先ほどご答弁申し

上げましたけれども、これについては、財政的な観点を含めた検討が必要と考えているところで

ございます。昨年の平成３１年３月末現在、平成３０年度末ということになりますけれども、先

ほど大森議員さんおっしゃったとおり、当町における聴覚障がい者のうち７５歳以上の方３６人

ということでございます。聴覚障がい者の中で占める割合としては約７割ということでございま

す。これにつきましては、県全体を見ますと、これも同様に７５歳以上の方が７割以上占めてい

ると、これから推測いたしますと、ここには至っていないものの、これに近い程度の聞こえづら

さがある高齢者の方、非常に多いと推測されますので、そういった部分においては、これは当町

だけの課題ではなく、全県あるいは全国ということになるかもしれませんけれども、そういう観

点の中で検討が必要かと考えているところでございます。 

１４番（大森君）  長寿命化と健康長寿を目指していくこの社会の中で、やはり耳が聞こえないと、

聞きづらくなってくるということがあります。また、近所の方とのお話でも、家族の方が、この

おじいちゃん聞こえないからいいのいいのというんで、簡単にやっている経験あるかと思います。

公民館でもそういう状況を耳にしたり目にしているわけです。やはりこういう方々が社会にきち

っと参加していくということで、自信もって自分は生きているんだ、社会のために何かやりたい

んだというようなことで、いろんなところへ出ていく、そのためにはきちっとした補聴器が必要
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である。最近も六、七万のものがインターネットあるいは通販に出ていました。これについては、

やはりお話伺うと、微調整をする、それから音質と、さっきはデシベルですから音の量、そして

もう一つデシベルであるということで、人の声には低い方とそして甲高い声の方がいらっしゃる

と、これによっても同じ聴力の同じ方が聞いても聞き取りやすいのと聞き取りにくいというのが

あるわけです。そういう点では、非常に生活に困窮を来たすということになってきますので、や

はり導入に向けた研究・検討、これについて今後求めて、私の一般質問を終わりたいと思います。 

議長（西沢さん）  ここで、１０分間休憩をいたします。 

（休憩 午前１１時００分～再開 午前１１時１０分） 

議長（西沢さん）  再開いたします。 

 次に、８番 玉川清史君の質問を許します。 

８番（玉川君）  ただいま、議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問をし

ます。 

 初めに、１、商工業の振興について。 

 イ、町内企業の状況と町の支援についてです。 

 坂城町は、機械、金属加工を中心に高度な技術を誇る中小企業、小規模企業が互いに協力し合

い、県下でもトップクラスの工業の町として発展してきました。石を投げれば社長に当たると言

われるほど、多くの小規模企業がこの町で創業し、経済的にはもちろん地域の活性化にも大いに

貢献してくれました。独立心、研究意欲の旺盛な企業家たちと町の振興施策が両輪となって今の

坂城町をつくり上げてきたことは皆さんご承知のとおりです。しかし、政府の大企業優遇政策や

消費税増税、近年では米中貿易摩擦による世界情勢の不安定化、立て続けに起こる大きな自然災

害など下請けとして頑張っている小規模企業にとって、大変厳しい環境になってきています。 

 そこで、町内企業の動向と町の支援について、１、「事業所数、従業員の推移は」、２、「新

規創業の過去３年間の状況と支援策は」としてお尋ねします。 

 続きまして、ロ、小規模企業振興基本条例の制定を。 

 昭和３８年１９６２年、中小企業基本法が制定、これに対し、中小企業からは親会社との関係

の適正化、大企業と中小企業の棲み分け、官公庁からの発注の確保、金融機関の融資の義務化、

零細企業対策など多くの期待が寄せられましたが、第６条で地方公共団体の責務として、地域に

応じた施策の策定と実施が明記されたのはよかったのですが、中小企業政策としては、国際競争

力を高めるため大企業を優先し、それを下支えするのが中小企業の役割であるとし、そのための

経営の近代化、生産性の格差是正が必要で、それによって中小企業も発展するという考えのもと

での政策で、中小企業、小規模企業が中心とは思えないものでした。その後、高度経済成長、バ

ブルの崩壊を経験し、中小企業の重要性に焦点があたり、平成２２年、２０１０年、中小企業憲

章の閣議決定で中小企業は国家の財産ともいうべき存在である。一方で、中小企業の多くは、資
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金や人材などに制約があるため、外からの変化に弱く、不公平な取引を強いられるなど、数多く

の困難にさらされてきた。この中で、大企業に重きを置く風潮や価値観が形成されてきた。しか

し、金融分野に端を発する国際的な市場経済の混乱は、かえって大企業の弱さをあらわにし、世

界的にもこれまで以上に中小企業への期待が高まっているとして、中小企業政策の基本理念と施

策の方針が示されました。 

 しかし、この決定が政策につながったかというと、平成２５年、２０１３年、中小企業基本法

の一部改正で、これは小規模企業活性化法ともいえるらしいですが、大企業と中小企業の格差是

正、小企業、家族経営への支援という基本理念がなくなってしまいました。 

 国や大企業の要請によって動けばいいという視点は変わらず、国民の理解と中小企業の要望を

取り入れての中小企業の自主的な発展のための政策にはつながりませんでした。しかし、ようや

く平成２６年、２０１４年、小規模企業振興基本法、これが制定され、小規模企業に焦点が当た

り、同時に制定された支援法により、商工会が支援の大役を担うという具体的な支援体制が整備

されました。 

 小規模企業振興基本法では、１として「小規模を活かした独自のサービスや商品を提供できる

ように支援すること」、２として「小規模企業が女性、若者、高齢者など地域の多様な人材の雇

用の場となれるよう支援すること」、「地域で事業を行い、経済活動をし、地域の活性化に貢献

できるように支援すること」と国の責務が書かれており、特徴としては、持続的発展、言いかえ

ると事業の発展、拡大だけにこだわらず、技術の向上、雇用の維持などで事業を継続することが

地域にとって重要であるとしたことです。 

 自治体の責務として、第７条に、「地方公共団体は、その区域の自然的、経済的、社会的条件

に応じた施策を策定し、実施する責務を有する」、「小規模企業が地域経済を活性化し、地域住

民の生活の向上やにぎわい作りに貢献していることについて、住民に理解してもらうこと」、小

規模企業の責務として８条に、「持続的発展に努めること」、「小規模企業の振興に協力するこ

と」などと、関係者の責務が示されていますが、この基本法を具体化するために制定された小規

模企業振興基本計画の１０の重点政策のうち、人材の確保・育成、起業・創業の支援、地域経済

に波及効果がある事業の推進、地域のコミュニティを支える事業の推進には、小規模企業の振興

が単なる企業振興ではなく、地域全体の発展にもつながることが期待されています。 

 ２０１８年の全国商工会連合会の調べでは、この小規模企業振興基本法により、国、市町村単

位でも小規模と明記している条例として、既に４７都道府県中３７都道府県で、市町村では

１４５９のうち約３１％が制定済みということです。地域によって産業構造が違い、政策も様々

ですが、同調査では、この条例の効果として外国人観光客受け入れ環境の整備補助金の創設、事

業継承支援補助事業、検討会議の場の創設など、企業振興が地域の活性化につながる事例の報告

もあります。 
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 条例の中身としては、国の小規模基本法に倣ったものですが、条例を具体化する基本計画で各

地域の特色と要望を活かした政策がつくられ、成果を上げています。坂城町でも既存の小規模企

業が元気を取り戻し、新規創業される企業も一緒になって、地域経済や町づくりに貢献できるよ

うにして地域の活性化につながるように、町の小規模企業振興の立場の明示と政策の連続性の担

保、小規模企業の持続的発展への努力と小規模企業の価値への町民の理解を得るためにも、小規

模企業振興基本条例の制定が必要だと思います。 

 「小規模企業振興基本条例の制定を」として、町のお考えを伺います。 

 以上、１、商工業の振興についての１回目の質問とします。 

町長（山村君）  ただいま、玉川議員さんから、１番目として「商工業の振興について」、イとし

て「町内企業の状況と町の支援」、ロとして「小規模企業振興基本条例の制定を」ということで

ご質問いただきました。 

 お話にありましたように、坂城町はある意味では中小企業の王国みたいなもんだと思っており

ます。既にいろんな手を打っております状況も整理しながら回答させていただきたいと思ってお

ります。 

 坂城町は、機械、金属加工を中心とした多種多様な技術を持っております。独自の創意工夫に

よる高精度で複雑な加工ニーズに対応ができる高い技術力により、「ものづくりのまち」として

成長、発展してまいりました。 

 また、町内企業の約８割は常時使用する従業員が２０名以下の小規模企業であります。これが

８割です。この小規模企業が地域の基盤産業として重要な役割を果たし、地域工業の競争力を支

えてきたというところでございます。 

 まず、ご質問の事業所数及び従業員数の推移につきましては、商業に関する統計調査が毎年行

われておりませんので、工業統計調査による直近の事業所数と従業員数について申し上げますと、

最初に、事業所数は、平成２８年が２２１社、２９年が２１３社でございます。次に、従業員数

ですが、平成２８年が５，９２９人、２９年が６，４３１人でございました。 

 続いて、新規創業の状況と支援策についてお答えいたします。 

 町内の商工業の新規創業の状況につきましては、商工会で把握しております件数として、平成

２９年度は３件、３０年度は６件、元年度は８件でございました。 

 次に、新規創業への支援策の質問にお答えします。 

 公益財団法人さかきテクノセンターでは、新たな製品やビジネスを生み出し、モノづくりの高

付加価値化を強化するため、平成２９年度にエントランスロビーを改修し、オープンスペースと

して開放するとともに、Ｗｉ－Ｆｉ環境やコワーキングルームの整備により、企業間の相談や技

術開発ができるよう環境を整えました。 

 また、創業者向けに、テクノセンターの住所を事務所や法人登記にもご利用いただけ、郵便や
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荷物などを預かるサービスもスタートさせたところでございます。 

 さらに、技術相談体制の充実を図るために、昨年４月からテクノセンターのセンター長として、

また、６月からは産学連携コーディネーターとして、以前、県の工業技術総合センターにおいて

所長として活躍された方に就任していただいております。このお二人の今までに培われた人的な

ネットワークや豊富な知見などで、これから創業される方への技術的なアドバイス、大学や研究

機関等への取り次ぎなど、的確な支援や指導を行っていただいています。 

 また「Ｂ．Ｉプラザさかき」、これは平成１４年に工業を中心として創業を志す皆さんの初期

費用を軽減し、創業しやすい環境を整えるために整備いたしました。 

 テクノセンターなどが、入居者の技術、研究開発、企業経営などのサポートを行い、今までに

経営が軌道に乗り独立した企業が６社、そのうち３社が町内で操業しております。 

 また、けやき横丁は、主に商業分野において創業される方の初期費用の軽減を図り、商工会に

よる事業計画支援や経営指導が受けられる施設でございます。 

 現在、けやき横丁に入居されている方で、独立、開業された方はおいでになりませんが、今後

もこれら施設の入居者の皆さんへは、テクノセンターや商工会など各支援機関と連携して、技術

開発や経営などの創業支援を行ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、「小規模企業振興基本条例の制定を」についてでございます。 

 当町が行う商工業振興につきましては、事業規模にとらわれることなく、商工業振興条例等に

基づき、補助事業や町の制度資金の貸付及び保証料補給など、企業活動に必要な支援を実施して

おります。 

 また、先ほど申し上げました各種支援に加え、新たな製品開発などの経費を補助するコトづく

りイノベーション補助金や商業店舗リフォーム補助金など、様々な支援策や補助制度で、小規模

企業者の皆様にも対応しているところでございます。 

 町の商工会においては、小規模事業者の事業の持続的発展を支援するため、今年度から令和

５年度までの５カ年計画で、第２期となる経営発達支援計画を策定し、経済産業大臣の認定を受

け、小規模企業者の動向を確認しながら、伴走型の支援や指導などを実施しているところでござ

います。 

 さらに、ニューリーダー研究会や経営革新塾といった町内若手経営者や後継者で組織する団体

では、会員同士の経営能力を高め合い、視野の拡大や発想の転換を図り、連携や交流を行う中で、

お互いの考えや情報を共有する活動を行っております。 

 また、そのほか坂城町には、坂城町中小企業能力開発学院というのがありまして、私、学院長

をやっておりますけれども、ここでも各種講座を提供するなど、いろいろ経営上に役に立つ講演

会、セミナー、研修などもやっております。 

 さて、ご質問のありました小規模企業の振興につきましては、今、申し上げましたように、始
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終策を講じておりますので、ここで新たに条例を制定するのではなく、今、申し上げましたよう

な各種支援策や補助制度などを有効に活用していただくことで、事業の継続や成長につなげてい

ただきたいというふうに思っております。 

 また、引き続き商工会をはじめ、テクノセンターやテクノハートなど関係団体と連携して情報

共有し、小規模事業者等の振興が図れるよう引き続き支援してまいりたいと考えております。 

８番（玉川君）  丁寧なご説明をいただきました。 

 支援策については、中でもテクノセンターの住所を利用できるサービスというのは、対外的な

信用を得ることに大いに役立つすごい発想だと感心いたしました。しかし、事業所数については、

私が以前から地域内の事業所の様子を見たり聞いたりして感じていたように、減少が続いている

というような感覚です。数が増えているのは、これについてですが、事業所数が減って数が増え

ているというのは、どういった理由なのかひとつお答えをいただきたいということがあります。

事業所数の減少は、理由としては分析されているのでしょうか。経済的な理由とか後継者がいな

いとか、そういったところを伺いたいと思います。 

 次に、けやき横丁とＢ．Ｉプラザについてですが、Ｂ．Ｉプラザから独立された企業が６社、

３社が町内で頑張っていただいているということは、ご本人の努力はもちろん、関係の皆さんの

努力が実った、町外にも自慢できることだと思います。後に続く創業希望者には、大いにこの施

設を利用してほしいと思います。 

 初期費用の軽減のための施設というお話でしたのでお尋ねします。創業希望の入居者は経費を

できるだけ低く抑えたいはずですが、自分が調べたところ、家賃についてけやき横丁が５万５千

円、Ｂ．Ｉプラザが３万円からとなっていますが、この金額についてはどういった算出をされた

のでしょうか。 

 以上、再質問させていただきます。 

商工農林課長（大井君）  再質問で、２点ほどご質問いただきましたので、順次ご答弁を申し上げ

ます。 

 初めに、事業所数と従業員の数の増についてということで、ご質問はご理解させていただきま

して、ご答弁をさせていただきますが、事業所数の減少等につきましては、役場のほうに届け出

る必要もございませんので、詳細については把握をしておりませんが、全体の状況として私のほ

うでも事業所数は各年見ておりますけれども、急激に減少しているといったような状況とは考え

ておりません。しかしながら、経営者の方々のお話を聞く中では、関連企業との合併や統廃合で

あったりとか、経営者の高齢化や健康の問題であったり、後継者の不在であったりといったお話

を聞くこともございます。このようなご相談があった場合は、商工会と連携して対応してまいり

たいと考えております。 

 また、町の商工会の前事務局長さんが、事務局長をされています長野県事業引継ぎ支援セン
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ターという機関もございますので、またそういったところにも取り次いで支援をしてまいりたい

と考えております。 

 また、従業員の数につきましては、ご質問のとおり、リーマンショックの際に一時的に減少は

いたしましたが、その後、各企業さんの経営状況に応じて従業員の数も増え続けているという状

況で認識をしております。 

 続きまして、Ｂ．Ｉプラザとけやき横丁の入居費といいますか共益費のご質問でございますけ

れども、まず、入居されている方につきましては、それぞれの施設についてご使用いただいた電

気料ですとか水道料については、実費のご負担をいただいております。それに加えまして、共益

費として、施設の修繕や維持にかかる経費であったり、施設の共益費にかかる部分、それから電

気及び上下水道の基本料金ですとか、そういったものをご負担いただき、また、電気設備や消防

設備などにかかる保安設備の法定点検にかかる部分などについて、諸経費について共益費として

一部ご負担をいただいているというところでございます。 

 それぞれの施設につきましては、リーマンショックの際に近隣の施設と家賃といいますか共益

費について比較をするために、それぞれの施設について１平米当たりの単価というものを出して、

リーマンショック以降も引き続き近隣の施設と比較をしてまいったところでございます。近隣の

施設と比較するために、Ｂ．Ｉプラザやけやき横丁の１平米当たりの単価を申し上げますと、Ｂ．

Ｉプラザについては、昭和４０年代にできた工場を取得して改築した施設でございます。改修は

しておりますが、年数がたっている施設でありますので、その点も考慮して１平米当たり約

７００円から８００円としております。また、けやき横丁につきましては、新たに建設した施設

でございますので、施設の維持管理費を踏まえて１平米当たり１，８００円としているところで

ございます。このように、Ｂ．Ｉプラザやけやき横丁の共益費は、創業施設としてできるだけ入

居者の負担にならないよう低く抑えておりますので、現状のご負担をいただく中で創業や起業を

志す方の支援をしてまいりたいと考えております。 

８番（玉川君）  企業数の減少の理由については申告する義務もないので、詳しくは調べていない

というお答えでした。ただ、企業の振興のための施策を考える上では、企業が成長しても、逆に

廃業してもその原因の分析は必要だと思いますので、協力いただける範囲で調査を考えていただ

きたいと思います。 

 けやき横丁とＢ．Ｉプラザの家賃についてですけれども、一般と比較していらっしゃって妥当

な金額であるということですが、これ、安いほうがありがたいには越したことはないので、今後

とも考えていっていただきたいと思います。 

 次の、「小規模企業振興基本条例の制定を」についてですが、これについては同僚議員も過去

数回にわたり質問をしておられますけれども、町ではその都度「既に対応する条例があり、規模

にかかわらず様々な事業も行っている、調査・研究をしていきたい」というようなお答えでした。
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しかし今回は、調査・研究というお言葉はちょっと聞かれませんでしたので、今あるものを有効

に活用していくというお答えでした。 

 町が頑張っていただいていることには敬意を払って、事業についても効果的であることは間違

いないということは思いますけれども、小規模企業が減り続けていることは事実です。繰り返し

になりますけれども、町の責務、企業の努力、町民の理解を明示して、小規模企業の存在と地域

の活性化をつなげていこうというのが小規模企業振興基本条例です。お答えの中に商工会の伴走

型支援、ニューリーダー研究会、経営革新塾などの団体、テクノセンター、テクノハートなど関

係団体と情報の共有をして、小規模企業の振興を図っていくとあったと思いますけれども、こう

いった町関係の団体とは縁のない企業からの要望や困りごとについての調査といいますか、基本

条例の制定の必要性の調査も含まれますけれども、今ある商工業振興条例の範囲内での町の小規

模企業の振興施策に生かすための情報や、要望の汲み上げについてはどのようにお考えでしょう

か。全ての町内企業の戸別訪問をぜひ行ってほしいと思いますが、このことについてお尋ねしま

す。 

商工農林課長（大井君）  町の職員が直接事業所のお話を聞いてはというご質問でございますけれ

ども、通常の我々の業務といたしまして、各事業所の皆さんともお話をさせていただいたり、社

長さんをはじめ従業員の方ともお話をさせていただく機会を設けております。また、各企業で構

成されているそれぞれ私どもが事務局を仰せつかっております事業所とも、各種団体ですね、そ

ういった中でも従業員の皆さんなどとお話を聞いたりする機会も設けております。 

 また、先ほど町長のほうからも申し上げましたが、テクノセンターにおいては、テクノセン

ター長、事務局長をはじめとして、職員で各企業訪問をしております。それから、商工会の経営

指導員の皆さん方におかれましても、日々企業訪問等を行って情報を把握されているといったよ

うな状況でございます。このように、それぞれの把握した情報などにつきまして、テクノセン

ター、テクノハート、それから商工会、それと私ども、通称４団体と呼んでおりますが、その

４団体で毎月１回定例会を設けて情報共有をしております。そういった中で、全企業を訪問して

状況を把握というのは、なかなか数的にも困難な部分がありますが、手分けをする中で、それぞ

れの情報を集めて共有して支援をしてまいりたいというふうに考えております。 

８番（玉川君）  数的に難しいので戸別訪問のほうは大変ですということはよくわかります。しか

し、一生懸命やっていただいて少しずつ、できれば全部、時間かけてもいいですから続けていっ

ていただけるようなご回答だったと思います。こういった姿勢が、町はちゃんと聞きに来てくれ

るんだ、見てくれているんだというような安心感と親近感、これが生まれると町が一体となって、

地域挙げてのやる気、活性化につなげるためになるのではないかと思います。 

 では、次の質問に移ります。 

 ２の町単補助工事についてですが、イ、工事箇所の選定について。 
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 年が変わると各区から町に町単補助工事の希望箇所の申請があるわけですが、先日、議員とし

て各組合から区に上がってきた要望箇所の現場確認に同行させていただきました。二十数カ所を

数時間かけて、徒歩で確認しました。区会役員さんの様々な視点から、要望箇所について意見を

出し合うことは大切な作業であることを実感しました。組合での選定、申請から区の確認作業、

申請まで各役員さん、行政の労力は大変なものがあります。工事箇所が選定されるまでの過程に

ついて、「町単補助工事の工事箇所選定までの流れは」としてお尋ねします。 

 ロの予算総額についてですが、昨年１０月に議会報告会で、町単補助工事の予算が少ないのが

何とかならないか、１千万円では件数も少なく、工事期間も長くなってしまうというご意見をい

ただきました。これはずっと言われていることだと思いますが、かつてはもっと予算がついてい

たというようなお話も伺いました。 

 「予算を増額できないか」としてお尋ねいたします。 

 以上で、町単補助工事について１回目の質問とします。 

建設課長（宮下君）  ２、町単補助工事について。 

 初めに、イ、工事箇所の選定について、お答えいたします。 

 町単補助工事につきましては、区が実施する比較的小規模な箇所の道路や水路などの維持補修

などについて補助する事業でございます。 

 町単補助工事の事業開始当時は、地元住民の皆様の労務提供により、Ｕ字溝の設置やコンク

リート舗装など、町から区への原材料の支給が事業の始まりであり、時代の変化とともに労務提

供が難しくなったことから、区が事業主体となり、工事を発注する現在の方式による補助事業に

変化したものでございます。 

 ご質問の町単補助工事の工事箇所決定までの流れでございますが、毎年１１月に開催される行

政協力員会の際に、行政協力員さんに翌年度分の町単補助工事の希望箇所申請依頼をしまして、

各区において緊急性の高い申請箇所を二、三カ所に絞っていただき、優先順位をつけて申請をし

ていただいております。 

 町では、ご提出いただいた申請書に基づき、建設課、商工農林課では４月から６月にかけて各

区長さんはじめ、区の役員の皆さんと担当課職員で申請箇所の現地調査を行い、現地で協議等を

行う中で、緊急性や優先順位等を考慮しまして箇所決定を行っております。箇所決定後、区から

施工業者に発注していただき、工事施行後や原材料の購入後に実績報告書を提出いただき、その

実績に基づいて補助金を区へ交付し、関係業者へ支払いをしていただく仕組みとなっております。 

 予算を増額できないかということでありますけれども、建設課関係の町単補助事業の予算につ

きましては、平成２５年度から１千万円となっております。 

 町においても、先ほども申し上げましたが、補助事業という性質でもありますので、申請され

た箇所を精査し、ご理解をいただく中で事業を行っているところでございます。 
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 また、申請箇所によっては、速やかに対処しなければならない箇所や小規模工事で対応できな

い箇所もあります。そうした箇所につきましては、町単補助事業とは別に、町発注の道路維持工

事や水路改修工事により対応しているところでございます。 

 各区におきましても、安心・安全な地域コミュニティの推進を図る中で、１カ所でも多く整備

を行いたいという状況も理解するところではありますが、町全体の予算のバランスを考慮する中

では、増額については難しいところでございます。 

８番（玉川君）  町単補助工事の選定については、区のほうで前もって二、三カ所に絞ってその中

で優先順位も決めてから町に上げてもらっていると、町の立ち合う現地調査のときには、その場

で協議をして緊急性や優先順位について区長さん同意の上、箇所の決定をされていると、そうい

うお答えでした。 

 予算の増額については、町全体の予算の総額が決まっておるので、町単補助工事の予算を増や

すと、ほかの予算を削らなければいけなくなってしまうと、バランスの問題、大切な事業がほか

にもあるということだと理解しました。ただ、町単補助工事以外でも町が発注する工事での対応

もできるということで、区長さんたちにもそういったお話をしていただいているということなの

で、こういった利用の方法もどんどん進めていっていただきたいと思います。 

 以上で、町単補助工事、２についての質問を終わり、３の道路の安全についてです。 

 イの事故防止について。 

 これも区の町単補助工事の事前確認時に事故が起きやすい交差点、具体的には国道１８号の谷

川交差点から谷川沿いに東に入った旧道交差点、これなんですが、停止線、停止標識、安協のの

ぼり旗など考えられる対策はなされているのですが、それでも事故が起きやすいとして対策を求

められているわけです。もちろん、通行する皆さんが徐行するなど事故防止に注意してもらうこ

とが一番ではありますけれども、物理的、心理的な面から防止の助けになることがあるのではな

いかと調べてみたのですが、路面塗装、舗装で塗り分けることで、ここには何かある、他とは違

うという注意喚起をしている事例が町内にも数カ所、近くの金井区の中にもありました。この金

井区のところは、通学路ではありますが、塗り分けだけで、なぜか横断歩道がありません。国道

では苅屋原のカーブ、これも事故が多発する場所で塗り分けされました。効果が期待されての塗

り分けです。 

 この定例会でも同僚議員がカラー舗装として言及されています。これからの質問において、路

面舗装とカラー舗装は同じ意味だとしてご理解をいただきたいと思いますが、この路面塗装で対

策をすることについて、「交通事故が起きやすい交差点内に路面塗装などの事故防止対策を」と

して町の考えをお伺いします。 

 ロの、危険なブロック塀について。 

 平成３０年、２０１８年の大阪北部地震の悲しい教訓から、ブロック塀倒壊による被害をなく
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すために、昨年、令和元年、２０１９年５月から、当町でもブロック塀の撤去工事への補助金制

度ができました。これまでの補助件数について、「ブロック塀撤去補助の件数は」としてお尋ね

します。 

 ブロック塀除去の工事への補助金制度の目的は、倒壊による人的被害の防止であるとすれば、

撤去しなくても倒壊しなければいいのではないかと考えます。危険を指摘されて撤去をお願いさ

れても、なかなか工事に踏み切れない所有者さんの立場で考えると、大きく２つの問題が考えら

れます。 

 まず、工事費用が用意できない経済的な問題、そして道路幅の確保に関する建築基準法の

２メートル問題です。 

 工事費用については、撤去する場合のみ補助金制度の利用ができますが、撤去してしまうと

２メートル問題、これが起きてしまいます。新規に建物や塀をつくる場合は、道路の中心線から

２メートル道路幅を確保しなければならないという建築基準法が、撤去への大きな壁となってい

るのではないでしょうか。 

 では、撤去せずに倒れないように補強すれば、道との境界はそのままでいい、でもそうすると

補助金の対象にならない、経済的問題で工事が出来ずに危険のまま放置されていると想像されま

す。そういう経済的問題に対しては、補助金の対象工事を撤去だけではなく補強工事にも広げて

はどうでしょうか。「補強工事も補助の対象にしてはどうか」として、町の考えをお尋ねします。 

 以上、道路の安全について、１回目の質問とします。 

建設課長（宮下君）  ３、道路の安全について。 

 イ、事故防止についてお答えいたします。 

 交通事故を防止するため、道路に対する安全対策として、交差点付近のカラー舗装化による注

意喚起や歩道のない通学路などの路側帯へグリーンベルトを設置、車道と路側帯を視覚的に区分

するなど方法がございます。 

 町内でも交差点付近へのカラー舗装や、各学校のＰＴＡ役員の皆様のご協力により、通学路な

どのグリーンベルト化を進めてきており、主な実施箇所といたしましては、旧こづちや様前及び

坂城高校下交差点のカラー舗装化や、坂城小学校周辺及び南条金井地区にグリーンベルトの設置

を実施しているところでございます。 

 また、昨年滋賀県で発生した交差点内の出会い頭の事故により、歩道上で信号待ちしていた園

児等がはねられた事故を踏まえ、園児等の移動経路における交通安全の確保につきましても、町

内各保育園、幼稚園から事前にご提出いただいたお散歩コースなどのマップをもとに、昨年９月

に千曲警察署、町教育委員会、建設課において、千曲警察署で抽出した４カ所の現地確認を行い、

改善要望をいただいたところでございます。 

 この改善要望を受けまして、町においては令和２年度において、南条小学校東側の産業道路交
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差点のカラー舗装を計画しておりますが、今後につきましても、交差点のカラー舗装化や、グ

リーンベルト化の工事をさらに進め安全対策を図るとともに、改善要望をいただいた園児等の移

動経路における交通安全確保につきましても、できるだけ早期に改善できるよう努めてまいりた

いと考えております。 

 続きまして、ロ、危険なブロック塀についてお答えいたします。 

 平成３０年６月１８日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、ブロック塀が倒壊し、

通学中の高槻市の小学校４年生が犠牲になった事故は、記憶に新しいところです。 

 町としましても、ブロック塀が倒壊する事態が起こらないように、町民の皆さんに点検をお願

いするとともに、ブロック塀の撤去に対する支援策として、平成３１年１月から坂城町住宅リフ

ォーム補助事業の要綱を一部改正し、ブロック塀の撤去にかかわる補助金の交付をしているとこ

ろです。 

 対象となるブロック塀は、道路法、建築基準法に規定された道路、通学路に接してつくられた

もので、町内業者に撤去を依頼する場合には、費用の２分の１以内で、限度額５万円を支援する

ものでございます。 

 「ブロック塀撤去の補助件数は」というご質問ですが、補助事業を新設した平成３０年度は

１月から３月までの３カ月の申請期間であったためか、申請はありませんでしたが、今年度は何

件かのお問い合わせがあり、現在２件の申請を受け、補助金を交付しております。 

 「補助対象をブロック塀の補強工事に制度を広げていくことはできないか」というご質問です

が、そもそもブロック塀等は所有者の財産でありますので、ブロック塀等の基準をお示しし、所

有者に安全点検を行っていただくことが重要であると考えております。そのような観点から、補

強工事に対しての補助制度を拡大することは難しい状況であることをご理解いただきたいと思い

ます。 

 今後も長野建設事務所と連携しながら、担当課の窓口はじめ、町の公共施設にブロック塀等の

点検項目を掲載したチラシの配布、町の広報紙、ホームページ等を通じて点検、撤去を促してい

くとともに、補助制度についても周知を図っていきたいと考えております。 

８番（玉川君）  カラー舗装については、保育園、幼稚園のご協力のもと警察、町教育委員会、建

設課で町内の交差点数カ所にカラー舗装の計画を持っているということですが、自分の塗り分け

のイメージとすれば、交差点の中を色分けすると、色をつけるというようなイメージなんですが、

町内見てみると、自分のイメージとは違うんですが、今回のこの後の舗装についても、今までど

おりの形になるのでしょうか。ここを教えていただきたいと思います。 

建設課長（宮下君）  交差点のカラー舗装でございますが、交差点の中、四角に舗装がまず一つあ

りますよね、そういう中で、あと、交差点へ侵入する道路、そこに舗装すると、そういう点があ

るかと思います。そういう中で、先般も坂城高校下の交差点、カラー舗装行ったわけでございま
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すけれども、カラー舗装を交差点に行う場合には、公安委員会との協議をする中でカラー舗装化

しております。そうした中で、これからも交差点等のカラー舗装を進めていく計画でございます

けれども、そのカラー舗装の仕様については公安委員会と協議する中で決めてまいりたいと考え

ております。 

８番（玉川君）  交通事故防止の専門の皆さんがもちろん考えていらっしゃるので、一番効果の上

がるであろう舗装に期待するとともに、これからも対象となる交差点、道路への対応を早急に完

了していただきたいと思います。 

 ブロック塀撤去についてですが、補助受付間もないにもかかわらず問い合わせ数件、交付は

２件というようなことで、今後も制度の周知を図っていくというお答えでした。補助の対象を補

強工事にも広げてはどうかということについては、大変難しいということですけれども、そうす

ると、町としては所有者さんに理解を求めること以外に、事故防止のためにできることはないと

いうことになってしまいますか。せめて危険なブロック塀に人が近づかないようにしていただき

たいと思います。春になり、これから人の動きが活発になってきます。被害が出ないことを祈る

ばかりです。 

 続きまして、防災対策について、１９号台風を経験してですが、１番の検証会議で検討された

内容はにつきまして、この定例会での同僚議員からの同様の質問に対して、既に町から詳しく丁

寧に説明され内容も理解できましたので、質問は省略させていただきます。次の質問から始めま

す。 

 １９号災害で避難勧告が出ましたけれども、千曲川増水の水害が予想されるときに、ハザード

マップで浸水被害が予想されている区域に避難所に避難することに不安を感じて、自主的な判断

でそこには避難しなかった方も少なからずいらっしゃいました。そういった皆さんにお話を伺う

と、水害の場合、地震の場合など、災害の種類によって避難場所を変えることはどうなのか、で

きないのかというご意見をいただきました。具体的には、今回の場合は浸水災害時には安全な場

所にあるお寺、こういったものが避難所として適当だと思われます。最終的には自己判断、自己

責任ではありますけれども、災害種別の避難場所の選択肢があるということは必要であると思い

ます。今ある避難所に新たな避難所を追加することについて、「お寺など新たな避難所を追加す

る考えは」として、町の考えをお尋ねします。 

 町の熱心な要望行動で、千曲川の復旧工事も姿が見えてきて頼もしい限りです。坂城町の範囲

だけでなく、千曲川沿線市町村での工事が同時進行して初めて安心して暮らせる環境となります。

この問題についても、今定例会で同僚議員が既に質問されていますけれども、他市町村とともに

要望活動をさらに進めていってほしいと思いますので、「千曲川の早期の復旧対策を沿線市町村

とともに国に要望を」として、町の考えをもう一度お尋ねします。 

 以上、防災対策についての１回目の質問とします。 
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住民環境課長（山崎君）  「お寺など、新たな避難所を追加する考えは」についてお答えいたしま

す。 

 町の指定避難所は、地域防災計画において応急避難所３２カ所、中核避難所１０カ所を指定し

ており、令和元年東日本台風の際は、町では町内３小学校の体育館、文化センター及び老人福祉

センターを避難所として開設いたしました。 

 災害の際には、周囲の被災状況を把握した上で、ご自身の判断により公的避難所への避難を基

本としつつも、災害が発生する恐れが極めて高い状況等で避難所への移動が危険と思われる場合

には、強固な建物などの近くの安全な場所やご自宅など、建物内のより安全な場所への避難につ

いても、選択肢の一つとして考えていただく必要があると思います。 

 また、災害発生の状況によっては、寺院建物の被災状況や危険性の有無等を総合的に勘案する

中で、町が寺院等の同意を得て、避難者の受け入れをお願いすることは考えられるところでござ

います。当然のことながら、このように寺院等が避難所となった場合については、町では避難さ

れている方々への食料品や物資の供給、生活環境の確保に努めてまいります。 

 寺院等を新たな避難所として指定することにつきましては、個人等の所有物であることなどの

課題もございますので、現在のところは避難所に指定することは考えておりませんが、今後行う

地域防災計画の見直し作業の中で研究してまいりたいと存じます。 

建設課長（宮下君）  私からは、「千曲川の早期の復旧対策を沿線市町村とともに国へ要望を」に

ついてお答えいたします。 

 昨日の一般質問においてもご答弁いたしましたが、台風１９号により甚大な被害が発生したこ

とを受け、現在、国、県、千曲川流域の４１市町村で緊急治水対策プロジェクトの検討を進めて

おります。 

 １月２４日に開催された第２回信濃川水系緊急治水対策会議におきましては、緊急治水対策プ

ロジェクト（案）が示され、この対策メニューの中には、被災施設等の迅速な復旧と、堤防、護

岸、排水機場等の被災施設の復旧が盛り込まれております。 

 当町の損傷した堤防におきましても、速やかに本復旧工事が進められておりますけれども、今

回の台風の被害を鑑みる中で、引き続き国、県、沿線市町村と連携を図り、千曲川の治水対策の

整備促進を要望していきたいと考えております。 

８番（玉川君）  「お寺など新たな避難所を追加する考えは」については、以前、定例会で同僚議

員が同様の質問をされています。今回の災害を経験して、その必要性を痛感したところでありま

す。 

 避難者を快く受け入れていただけるよう、避難所としての使用について所有者さんと使用の提

携をしておいていただいて、職員の手配、必要な物資の用意など、町とお寺と自主防災会の避難

所運営の打ち合わせや訓練も必要になますが、ぜひ、引き続き検討をお願いしていただきたいと
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思います。 

 「千曲川の早期の復旧対策を沿線市町村とともに国に要望を」については、緊急治水対策プロ

ジェクト等検討されているとのことです。引き続き、安心な千曲川流域のためご尽力よろしくお

願いいたします。 

 前回の１２月のときは、台風災害、その復旧のさなか、今回は新型コロナウイルスの影響で全

国的に経済的な影響も広がっています。大変な時ですが、影響を受け、困っている町民の皆さん

への積極的な町の対応をお願いいたします。 

 さらに、本日３月１１日は東日本大震災が発生した日。昨年、地元の若者が震災の記憶を後世

に伝え、二度と津波の被害が起きないようにと立ち上げました「桜ライン３１１」プロジェクト、

これ、陸前高田なんですが、ここでこれに参加させていただき、津波の到達地点に桜の苗木を植

えてきました。まだまだ避難所におられる多くの地元の方々や、全国各地からのボランティアの

皆さんと交流する中で、地域づくりのためにはそれぞれが今できることをすること、無理を強い

るのではなく、それぞれを認めること、こういったことの大切さを考えさせられました。改めて、

犠牲になられた方々を追悼するとともに、これからも復興に注目し、応援を続けていきたいと思

います。 

 新年度は、穏やかな１年になってほしいと願いまして、以上で質問を終わります。 

議長（西沢さん）  ここで昼食のため、午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午後 ０時１０分～再開 午後 １時３０分） 

議長（西沢さん）  再開いたします。 

 ４番、祢津明子さんの質問を許します。 

４番（祢津さん）  ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い、一般質問を

いたします。 

 １、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について、（イ）ＳＤＧｓの達成に向けた取り組みにつ

いて。 

 ＳＤＧｓとは、サスティナブル・デベロップメント・ゴールズの略で、国連加盟１９３カ国が

２０３０年までに達成を目指す持続可能な開発目標です。世界を見渡しますと、貧困、気候変動、

人種やジェンダーに起因する差別など、様々な問題・課題に直面しています。こうした地球規模

の問題を解決するために「誰一人取り残さない」という共通理念のもと、ＳＤＧｓでは１７の目

標と、それを達成するために１６９のターゲットが設定されました。 

 ＳＤＧｓは、日本語で「持続可能な開発目標」と訳されますが、皆さんは持続可能な開発とい

われ、何を思い浮かべますか。私には全く思いが浮かびません。実際にインターネット等でＳＤ

Ｇｓの内容に目を通してみましても、これがまたわかりにくい。 

 なぜわかりにくいのか、ひもといていきますと、まず、１７の目標は、１、貧困をなくそう、
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２、飢餓をゼロ、３、すべての人に健康と福祉を、４、質の高い教育をみんなに、５、ジェン

ダー平等を実現しよう、６、安全な水とトイレを世界中に、７、エネルギーをみんなにそしてク

リーンに、８、働きがいも経済成長も、９、産業と技術革新の基盤をつくろう、１０、人や国の

不平等をなくそう、１１、住み続けられるまちづくりを、１２、つくる責任つかう責任、１３、

気候変動に具体的な対策を、１４、海の豊かさを守ろう、１５、陸の豊かさも守ろう、１６、平

和と公正をすべての人に、１７、パートナーシップで目標を達成しようです。 

 この中で、すべての人に健康と福祉を、安全な水とトイレを世界中にといったわかりやすい目

標もあれば、気候変動に具体的な対策を、海の豊かさを守ろう、陸の豊かさも守ろうなど、何を

どうすればいいのだろうと思ってしまう目標もあります。平和と公正をすべての人にと言われて

も、すぐに理解はできません。このように日本にいる私たちが直面している問題に結びついてい

る目標と、諸外国の遠い世界の出来事としか思えない目標が混在しているため、理解しにくいの

だと思います。しかし、理解しにくい内容ではありますが、皆さんに知っていただきたいことは、

１７の目標に無縁な人は地球上に誰一人いないということです。 

 では、なぜＳＤＧｓに取り組む必要があるのか、その点を私なりに考えてみました。今、自分

が住む地球の抱える問題は放置できないものばかりです。環境問題で言えば、自然災害の増加、

気候変動の激化、エネルギー問題の深刻化など、社会問題で言えば、感染症の流行、少子高齢化、

貧困など、経済問題で言えば、経済格差の拡大、社会福祉財源の不足など山積みです。人間が環

境保全や人権を考慮せず、利益を追求して野放図に振る舞い続ければ世界が立ち行かなくなりま

す。自分たちさえ良ければいいでは、結果的に自分の首を絞めることになるはずです。それを回

避するためにＳＤＧｓは、私たち人類と地球を守るために達成しなければならない国際公約だと

考えます。 

 そこで、１つ目の質問です。坂城町ではＳＤＧｓの取り組みを推進していくわけですが、その

意義は何でしょうか。 

 ２つ目に、坂城町の参加企業の状況はどうなっているのでしょうか。 

 ３つ目に、企業や町民に対し、どのように意欲喚起を図っていくのでしょうか。 

 以上、３点をお伺いします。 

町長（山村君）  ただいま祢津議員さんから、ＳＤＧｓについてのご質問をいただきました。確か

におっしゃるように、持続可能なといっても、これは何なんだろうかというのがよくわからない

点だと思います。 

 １９７２年、今から４８年前にローマクラブというのがありまして、そこで成長の限界という

のを発表しました。その当時、４８年前に、これ以上石油を使ったり、いろんなあらゆる資源を

使っていくと、地球はもうそれ以上成長できないということで成長の限界という言葉がありまし

て、それ以来、持続するにはというのがよく使われるようになったということであります。 
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 今回もこの持続可能な開発目標という言葉になっておりますが、これは２０１５年の９月に国

連で採択されたわけであります。その持続可能な開発のための２０３０アジェンダ、つまり

２０１５年に採択されて１５年後が２０３０年なわけですけれども、そこにおいて、現代社会に

おいて一国の経済危機が瞬時に他国に連鎖するというように気候変動ですとか自然災害、感染症

といった地球規模の課題がグローバルに連鎖して発生し、経済成長や社会問題にも波及し、深刻

な影響を及ぼす時代になってきているとして、開発途上国の開発に関する課題にとどまらず、世

界全体の経済、社会、そして環境の三側面を不可分のものとして調和させる取り組みが必要であ

るというところであります。 

 こうした中で、日本におきましても内閣総理大臣を本部長とするＳＤＧｓ推進本部が内閣府に

設置され、ＳＤＧｓ実施指針を定め、この指針に基づいて様々な施策が協調し、ＳＤＧｓ達成に

向けて取り組んでいくところであります。 

 また、ＳＤＧｓ実施指針では、ＳＤＧｓは自らが当事者として主体的に参加し、持続可能な社

会の実現に貢献できるよう、全員参加型で取り組むべきテーマであるとしております。誰一人取

り残されることがないようにということでありますが、それで全員参加型ということであります。 

 目標年次である２０３０年において、その目標を達成させるためには、国とともに地方自治体

でもＳＤＧｓ実施のための積極的な取り組みを推進することが不可欠であり、こうした観点から

町の各種計画や戦略などの策定にあたりまして、ＳＤＧｓの要素を最大限に反映して政策誘導し

ていく必要があると考えているところであります。 

 長野県でも、ご案内のようにＳＤＧｓ達成に向けて、県の５カ年計画「しあわせ信州創造プラ

ン２．０」にこうした視点を組み込み、総合的なＳＤＧｓの推進を標榜しており、平成３０年に

は全国に先立ち、ＳＤＧｓ達成に合致する取り組みを行う「ＳＤＧｓ未来都市」として選定され

たところであります。 

 当町におきましても、令和３年度からの１０年を見据えた町の基本構想を定める第６次長期総

合計画を策定していく中で、町の課題やこれに対する施策をＳＤＧｓ達成の観点からも整理し、

町の施策の推進を通じてＳＤＧｓも推進してまいりたりいと考えております。 

 それから、坂城町の参加企業の状況ということでありますけれども、国のＳＤＧｓ実施方針に

おきましては、民間企業についてもＳＤＧｓ達成に向けた重要なステークホルダー（利害関係

者）であるとしており、企業が持つ技術などを社会の課題解決に役立てていくことは目標達成に

向けた鍵であり、さらには社会貢献活動の一環として取り組むのみならず、自らの本業にも取り

組んでいくことが、結果的にイノベーションにもつながっていくものと考えているところであり

ます。 

 県におきましては、県内企業の活動とＳＤＧｓの関連性について気付きを促し、ＳＤＧｓ達成

に向けた具体的な取り組みを促進することを目的として、ＳＤＧｓ推進企業登録制度が設けられ
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ております。この登録制度には、１月末の時点で県内企業２３２社が推進企業として登録されて

おりまして、当町の製造業の企業１社が登録されているところであります。 

 さて、ものづくりの町である当町におきましては、町内企業でさらにＳＤＧｓ推進に向けて取

り組んでいくことが、より重要であると考えているところであります。長野県の太田副知事を講

師としまして、ＳＤＧｓをテーマに町内企業を対象とした講演会を開催したほか、若手経営者を

中心に組織する団体などにおきましてもＳＤＧｓについて学び、経営の中に取り入れていくため

に学習会も開催するなど、企業へのアプローチを進めております。 

 また、ある町内企業におきましては、世界的に問題となっている海洋プラスチックごみ対策と

して、植物由来の生分解性プラスチックを使用した素材による成形開発に取り組まれ、現在、製

品の製造につなげているところであるともお聞きしております。県の登録制度に登録していなく

とも、多くの町内企業で環境対策や環境に配慮した取り組みが行われ、その取り組みや姿勢が

ホームページ等で発信されています。ＳＤＧｓ達成に向けた取り組みが多くの企業に広がるよう、

町といたしましても関係機関等と連携を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、企業や町民に対し、どのように意欲喚起を図っていくかということでありますけれども、

地球規模の課題解決に向けた取り組みということで、それぞれのご家庭や個人個人には一見遠い

話のように感じられるところであり、ＳＤＧｓについてまだまだ関心が低い状況であると感じて

おります。 

 しかしながら、ふだんの生活の中で行っている食品ロスやごみの減量化、省エネに向けた行動

などが、結果としてＳＤＧｓにつながっているということでもあり、それを知ることで、より身

近に感じるものと思われます。 

 次期総合計画策定に向けまして、町民の皆さん１千人に対して行ったアンケート調査におきま

しても、新たにＳＤＧｓに関する意識調査も含めたところであり、この集計結果も踏まえまして

今後、広報やホームページ等を通じて、ふだんの消費行動などにおいてもＳＤＧｓ達成を促して

いくなど、意識啓発を図ってまいりたりいと考えております。 

 また、皆様方に身近なテーマをもとにして、気軽に学んでいただける形での講座や学習会、講

演会の開催などを通して、町全体でＳＤＧｓ達成に向けて取り組んでいく機運を高めてまいりた

りいと考えております。 

４番（祢津さん）  ただいま町長よりご答弁いただきました。 

 先日、長野県議会で千曲・坂城選出の竹内議員も一般質問されていましたが、ＳＤＧｓの

１３番目の目標である気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策をとるに対し、長野県と

して気候非常事態宣言を発令、ＳＤＧｓの５番目の目標として「ジェンダーの平等を達成し、す

べての女性及び女児のエンパワーメントを図る」では、台風１９号発生直後の避難所で被災者の

方の話を聞く中、男女の差異が災害の局面でさらに強調される恐れがあるなど、実際に自分たち
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のことに落とし込み、わかりやすく一般質問をされていました。 

 また、２月２８日の信濃毎日新聞には中野市で参加型講座「ＳＤＧｓって？」を開催し、

「２０３０ＳＤＧｓ」というカードゲームを使ってＳＤＧｓを考えるという記事が載っていまし

た。このゲームはＳＤＧｓの目標を一つ一つ細かく勉強するのではなく、なぜＳＤＧｓが私たち

の世界に必要なのか、そしてそれがあることによって、どんな変化や可能性があるのかを体験的

に理解するためのゲームだそうです。ぜひ、そのようなものを活用し、企業や町民の方に具体例

を出しながら、わかりやすく協力しやすい仕組みをつくっていただきたいと思います。 

 次に、２、教育について、（イ）学びの改革について。 

 長野県教育委員会教育長によりますと、デジタル技術の革新的進化に伴い、データとアルゴリ

ズムにより、一つの正解を導き出すＡＩ化社会が到来しようとしています。今まで人類が経験し

たことのないスピードで社会は変化している。その中で子ども達が、これからの未来を切り拓き、

未来の創り手となっていくために多様な解のある課題を発見し、自分なりの考えを協働しながら

探し、新しい価値を生み出す力を身に付けていく必要がある。そのためには、子ども達の学びを

主体的・能動的に仲間たちとともに解を導き出す学びに転換しなければならない。 

 長野県教育委員会では、この学びの転換を「学びの改革」と位置付け、市町村教育委員会や教

育現場、教育に関する全ての関係者と共通の理解を深め、連携し、県民の皆様の希望に応えられ

るよう、幼保小中高の一貫した「学びの改革」を推進すると長野県教育委員会のホームページに

掲載されています。 

 そこでまず、１点目の質問です。県は、今説明したように、子ども達同士の学び合いに力を入

れていく方向性ですが、町のお考えはどうでしょうか、お伺いします。 

 （ロ）として、子ども支援室について。 

 坂城町は、子ども支援室ができる前からインクルーシブ教育を実施してきました。インクルー

シブ教育とは、子ども達一人一人が多様であることを前提に障がいの有無にかかわりなく、誰も

が望めば自分に合った配慮を受けながら地域の通常学級で学べることをいいます。つまり、「一

人一人丁寧に」と「みんなで一緒に学ぶ」の両方の実現を目指す教育理念であるといえます。 

 そこで質問です。坂城町のインクルーシブ教育の現状と課題をお伺いします。 

 ２点目は、幼少期に支援が必要な子どもがいた場合、寄り添って理解すること、受け入れてあ

げること、なおかつ対処できることがあれば一つずつ対処していくことが、改善をサポートして

いく上で重要ポイントだと考えます。そして、できることならば家族も含め、継続的に見守る仕

組みができれば、今以上にすばらしいサポートになるかと思います。縦の関係を幼保小中高だと

すれば、横の関係は教育委員会、保健センター、教育文化課、福祉健康課、社会福祉協議会など

だと思います。この縦と横の関係が非常に大切で、より強固な連携をつくっていかなければなり

ません。 
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 そこで質問です。ゼロ歳から１８歳までの支援が必要な人に対し、どう継続していきますか。 

 次に、（ハ）として、生涯スポーツ推進について。 

 一般社団法人日本老年医学会、日本老年学会、一般社団法人日本サルコペニア・フレイル学会、

一般社団法人スマートウエルネスコミュニティ協議会が連携し、今年から２月１日を「フレイル

の日」に設定しました。フレイルとは、健康な状態と要介護の状態の中間に位置し、身体的機能

や認知機能の低下が見られる状態のことを指します。 

 平成８年に、筑波大学と茨城県大洋村（現鉾田市）の共同による「寝たきり予防と医療費削減

を可能とした地域の健康づくり」というプロジェクトの中心人物の一人、筑波大学教授で株式会

社つくばウエルネスリサーチ代表取締役の久野先生のお話を聞いたことがあります。 

 その久野先生と一部首長が中心となり立ち上げた、最新の科学技術や科学的根拠に基づく持続

可能な新しい都市モデル「スマートウエルネスシティ」という組織があります。その組織が掲げ

る、これからの健康社会のキーワードは、ヘルス・リテラシーとソーシャル・キャピタルの向上

だということです。 

 まず、健康づくりの向上に欠かせないものはヘルス・リテラシーで、ヘルス・リテラシーとは、

健康や医療に関する情報を入手、理解、評価、活用するための能力をいい、実は日本人はこの能

力が低いといわれています。 

 ソーシャル・キャピタルとは、社会において人々が活発に協調的な行動をすることによって、

社会の効率性を高めるという考え方です。例えば、町内会単位で比較したところ、積極的に外に

出て人と触れ合っている人が多い地域に住んでいる人ほど健康度も高いというデータが、筑波大

学の研究で示されています。健康づくりのためには、コミュニティーづくりも合わせて推進して

いくことが重要であるとのことです。この２つのキーワードは、これからの坂城町の町民の健康

と医療費削減の重要ポイントになるかと思います。 

 そこで、１つ目の質問です。坂城町のスポーツ行事への町民参加推移はどうなっていますか。 

 ２点目として、坂城町には幅広く町民の健康をサポートし、運動会、元旦マラソン等を陰なが

ら支え、非常に頑張っていただいているスポーツ推進委員のメンバーの方々がいらっしゃいます。

「さかきのびのび体操」等の作成もしていただきました。スポーツ推進委員以外の方でも、町民

の方の健康増進のため、ご尽力いただいている方々も数多くいらっしゃいます。医療費削減効果

もある生涯スポーツをこのようなすばらしい人たちとがっちりタッグを組むことで、今以上に生

涯スポーツが推進されていくかと思います。そこで２点目の質問として、スポーツを推進してい

く上での現状と課題は何でしょうか。 

 ３点目として、若者が楽しめる施設を。数年前、先輩議員が一般質問をされていますが、過去

の議会報告会で、坂城町は働く場所はあるが、若者が集まって遊ぶ場所がないとのことでした。

当時は東京オリンピックに新種目として、スケートボード、ボルダリング、ＢＭＸなどが採用さ
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れ、若者に急上昇のスポーツとなりました。 

 現在、このようなスポーツができる場所を探してみますと、台風１９号の被害を受けて今は閉

鎖中ですが、千曲市戸倉の河川敷に戸倉スケートボードパーク、上田市にはスケートボード、

ローラースケートなどが楽しめる上田城址公園やぐら下多目的広場があり、いずれも無料で楽し

める屋外施設です。その他、千曲市のクライミング・ノボリバ、長野市のクライミングセンター

アートウォール、佐久市の佐久平ロッククライミングセンター、小布施町の浄光寺スラックライ

ンパーク、台風１９号の避難所となり、被災地の子ども達の遊び場にもなった長野市北部スポー

ツ・レクリエーションパーク内のアクションスポーツ広場などがあります。 

 昨年１０月には、政治や社会情勢などを扱うアメリカ合衆国週刊誌のニューズウィーク日本版

の中でスケートボードがアメリカのオハイオ州でＡＤＨＤ、注意欠陥・多動性障害の子どもに治

療効果があったとの報告もあります。そこで質問です。坂城町にも若者が集い、楽しめるスポー

ツ施設はできないでしょうか。 

 以上、３点お伺いします。 

教育長（清水君）  ２、教育について、（イ）学びの改革についてお答えします。 

 長野県教育委員会が示す、平成３１年度長野県教育委員会基本方針は、第３次長野県教育振興

計画に基づき、県教育委員会が取り組む主要な施策について示されています。 

 これからの社会を担う子ども達は、自ら未来を切り拓き、新たな社会を創造する力を培ってい

くことが重要とし、子ども達の「学び」を主体的・能動的に仲間たちとともに答えを導き出す

「学び」に転換する必要があるとし、この「学び」転換を「学びの改革」として位置付け、市町

村教育委員会や教育現場、教育に関わる全ての関係者と共通の理解を深め、連携し、県民の皆様

の期待に応えるよう、幼保小中高の一貫した「学びの改革」の推進をしています。 

 第３次長野県教育振興基本計画の基本理念は、「学びの力で未来を切り拓き、夢を実現する人

づくり」とされており、以下３つの基本目標、５つの重点施策、７つの施策により構成されてお

ります。 

 その中で、５つの重点施策における坂城町の取り組みといたしましては、１つ目、「信州に根

ざし、世界に通じる人材の育成」での「海外で学びの推進・世界につながる力の育成」として、

坂城町の次代を担う子ども達が豊かな国際感覚を養うとともに、国際社会に生きる心豊かな人間

の育成を図ることを目的とし、町内小学校と中国上海市実験小学校との交流事業、今年度は中止

になりましたが、中学生のアメリカへの海外派遣事業などを行っております。 

 ２つ目、「地域とともに学びを深める取組の推進」では、坂城町でも信州型コミュニティス

クール促進事業を採り入れ、学校と地域住民の協働による地域に開かれた信頼される学校づくり

を推進するため、保護者や地域住民が学校運営に参画し、学習支援や教育環境の整備などの教育

活動の支援を行っております。 
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 ３つ目、「健やかな体の育成」では、安全・安心な学校給食及び食育の推進ということで、平

成２２年３月に、施設見学や食育研修のための機能も備えた食育・学校給食センターを新設し、

地域の食育推進を図っているところでございます。 

 ４つ目、「教育環境の整備」では、平成３０年度から、長野県の特色ある学校づくり事業を活

用し、坂城小学校にＩＣＴ教育に詳しい教員を配置し、公開授業や学校職員会で構成する坂城町

ＩＣＴ活用委員会等を通じて、町のＩＣＴ教育の実施内容等について検討し、来年度から必修科

目となるプログラミング教育を１年先行し、今年度より実施しているところでございます。 

 ５つ目、「すべての子どもたちが良質で多様な学びを享受」での「インクルーシブな社会の実

現に向けての取組み」などでございます。坂城町においては、平成２５年度より教育コーディ

ネーターを、２７年度からは臨床発達心理士の資格を持つ、教育・心理カウンセラーを教育委員

会に配置し、地域にいながら、子どもだけでなく、保護者までを対象とする専門的視点でのカウ

ンセリングを受けられるようにするなど、早期段階から継続した教育相談と切れ目のない支援に

ついて取り組んでおります。 

 「困難や悩みを抱える子どもへの支援」については、児童生徒が安心して学校生活を送り、学

習に取り組めるよう、児童生徒や教職員、保護者の悩みを早期に発見し、適切かつ迅速に対応で

きるスクールカウンセラーを町のコーディネーター等に加え、県事業により配置し、学校内にお

ける相談体制の充実を図っております。 

 ご指摘のとおり、今までの人類が体験したことのないスピードで社会が変化しており、予測で

きない未来に対応するためには、社会の変化に受け身的に対応するのではなく、主体的に向き合

って関わり合い、その過程を通して一人一人が自らの可能性を最大限に発揮し、よりよい社会と

幸福な人生を創り出していくことが重要であると言われています。 

 したがって、その未来に向かう子ども達の教育は、解き方が決まった一律の問題を効率的に解

くということだけでなく、自ら課題を見つけ、その解決を目指し、他者と協働しながら解決の方

法を考え、答えを導き出すといった、長野県教育委員会が示している「学び」の転換は大変重要

であると考えております。 

 新学習指導要領においても、主体的・対話的で深い学びの実現を重点として位置づけておりま

す。この「学び合い」は今までとは違った新しいものではなく、これまでも長野県の学習課程実

践の中には、ペア学習、グループ討議などの学び合いの視点が存在しておりました。したがって、

坂城町におきましても、これまでのそのような授業研究の成果を大切にしつつ、子どもの実態に

沿った幼保小中高の一貫した「学びの改革」を推進してまいりたりいと考えております。 

子ども支援室長（鳴海さん）  ２、教育について、（ロ）子ども支援室についてお答えします。 

 子ども支援室につきましては、子育てに係る中心的な役割を担うものとして、幼児期から小中

学校卒業までスムーズな連携を図るとともに、インクルーシブ教育を含めたきめ細やかな支援を
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継続的に行えるよう、平成３０月４月に、福祉健康課所管でありました子育て支援センターと保

育園関係を、教育委員会に移管して設置がなされました。 

 インクルーシブ教育は、人間の多様性を尊重し、障がい者が精神的・身体的な能力を可能な限

り発達させ、自由に社会参加することを可能にするとの目的のもと、障がいのある者とない者が

共に学ぶ仕組みであり、生活する地域において教育の機会が与えられること、個人に必要な合理

的配慮が提供されることなどが求められています。 

 町では、インクルーシブ教育の実現にあたって、誰もが同じ場で学ぶことができたり、個人の

教育的ニーズに合った指導が提供できるなど、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である

と考えております。 

 町のインクルーシブ教育の仕組み（体制）とその現状といたしましては、平成２５年度より教

育コーディネーターを、２７年度からは臨床発達心理士の資格を持つ教育・心理カウンセラーを

教育委員会に配置し、幼稚園・保育園の巡回訪問と、小中学生から、その保護者までを対象にカ

ウンセリング等相談業務を実施しております。 

 そして、子どもの就学にあたっては、医師や臨床心理士・教職員・児童福祉関係者などに委員

として参加していただく、教育支援委員会を設置し、各分野の専門的な見地からのご意見や、学

校や地域の実情を踏まえた総合的な観点から、一人一人に合った就学についての判断を行ってお

ります。 

 これまでの取り組みの中で、支援を必要とする子どもに地域の学校で学べるよう看護師の配置

を行ったり、学校環境の整備なども行うなどの対応をしてきたところでございます。このように

教育支援委員会で協議いたします就学先につきましては、障がいの状態や教育上必要な支援の内

容、地域における教育の体制など、保護者の意向を尊重しつつ、本人の教育を第一に考え、支援

できるよう努めております。 

 また、就学時に決定した学びの場は、児童生徒の発達の程度や適応状況を見ながら柔軟に就学

先を見直すなど、子どもの状態に合わせた支援を継続的に行っているところです。 

 町の課題といたしますと、対象となる子どもの増加により、園児や児童生徒の観察のほか、発

達検査などを行う臨床心理士や作業療法士などの専門的知識や資格を有する者の確保が難しくな

ってきていることが挙げられます。 

 今後、町のインクルーシブ教育といたしましては、課題である人材確保に努めながら、早期段

階からの教育・就学相談と本人や保護者に十分な情報提供を行い、個々の発達段階を考慮した継

続支援ができるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

 続いて、０歳から１８歳までの支援が必要な人に対してどう継続していくかという質問につい

てでございますが、まず出生から３歳までの必要な支援につきましては、保健センターの保健師

が、乳幼児健診時の際に子どもの発達状況と保護者の健康状態を確認しております。育児で悩み
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を抱えていたり、精神的に不安定な保護者に対しては個別相談に応じています。 

 また、子育てに関する総合相談窓口でもあります子育て支援センターでは、未就学児とその保

護者が来館し、情報交換の場としての利用や、子ども同士の遊びから保護者相互の交流がなされ

ています。保護者から寄せられる様々な相談につきましては、支援センターの家庭児童相談員、

臨床心理士や保育士が相談にあたり、まずはその方のお話をよくお聞きし、必要とする支援につ

なげられるよう努めております。 

 今後も子育て支援センターを中心に、子どもの出生から発育・健康に関しては保健センターが、

医療や受給に関しては福祉健康課、子どもの就園・就学に関しましては教育委員会、そして生活

支援・地域の見守りとしての社会福祉協議会といった関係機関が連携し、横のつながりも大切に

しつつ、子どもの成長段階に合わせた継続的な支援に取り組んでまいります。 

教育文化課長（堀内君）  ２、教育について、（ハ）生涯スポーツ推進についてお答えいたします。 

 まず、ご質問のスポーツ行事への町民の参加の推移でございますが、毎年５月には、広く町民

がスポーツに親しみ、お互いの親睦と融和を深めることを目的に春のスポーツ大会を開催し、町

民の健康づくりと明るく住みよい地域コミュニティーづくりを進めております。 

 大会では、男性がソフトボールの部、女性がビーチボールバレーの部に、それぞれ分館単位で

参加していただいております。参加者数の推移でございますが、平成２９年度が５９６名（ソフ

ト４０３名・ビーチ１９３名）、３０年度が６００名（ソフト４００名・ビーチ２００名）、そ

して令和元年度が５６４名（ソフト３６８名・ビーチ１９６名）とほぼ横ばいとなっております。 

 １０月の第１日曜日には、町民誰もがスポーツを通じて、自らの健康と体力の維持に関心を持

つ機会とするとともに、お互いの理解と親睦を図り、住みよい地域コミュニティづくりを進める

ことを目的に町民運動会を開催しており、毎年、各分館から約１，５００名の方の参加をいただ

いております。 

 昨年の運動会は、東京オリンピックのプレイベントとして位置付ける中で、種目の一つに

「トーチリレー２０１９希望のセイカをつないで」を加え、実施いたしたところでございます。 

 １月には、年の初めにマラソンを行うことで、スポーツの普及と振興を図り、もって住民の心

身の健全な発達と体力向上に寄与することを目的として、元旦マラソン大会を開催しています。

参加数の推移ですが、平成２９年度が４６６名、３０年度が４８４名、令和元年度５１４名と

年々増加傾向にあり、町外の方の参加も増えている状況でございます。 

 また、今年度は新型コロナウイルスの影響で中止といたしましたが、２月には誰でも気軽に行

えるスマイルボウリングにより、地域住民相互の親睦と世代間（老若男女を問わず）の交流を深

め、冬場の運動不足やストレスの解消を目的として、分館対抗球技大会スマイルボウリング競技

を開催しております。参加数の推移は、平成２９年度が５２０名、３０年度が４９０名、令和元

年度は中止となりましたが、５２０名の参加を予定しており、ほぼ横ばいの状況となってござい
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ます。 

 これらのスポーツ行事につきましては、町民の健康づくりと明るく住みよい地域コミュニティ

づくりに資するよう、今後も引き続き多くの方に参加いただけるよう取り組んでまいります。 

 次に、スポーツを推進していく上での現状と課題はでございます。 

 先ほどお答えいたしました町主催のスポーツ行事等では、スポーツ推進委員の皆さんにご協力

をいただき、多くの運営に携わっていただいております。このスポーツ推進委員は、スポーツ基

本法に基づき、スポーツ推進委員設置規則の定めるところにより、スポーツの推進のための事業

の実施に係る連絡調整、住民に対するスポーツの実技指導等を行っていただいております。 

 現在、スポーツ推進委員は１０名おり、町が主催する各種スポーツ大会の企画運営のほか「楽

しく脳トレ」や「誰でもスポーツ」などを通じ、町民の健康増進のための実技指導等を行ってい

ただき、町のスポーツ活動を支えていただいております。少子高齢化の加速やライフスタイルの

多様化、昨今の社会情勢の変化は、町の生涯スポーツ振興のため、各種講座の企画運営を行って

いく上で、指導者の確保が年々難しくなっており、喫緊の課題といえます。 

 こうした課題を解決するため、スポーツ推進委員さんにも積極的なご意見等をいただきながら、

指導者としても活躍をいただき、今後も引き続き、ともに魅力ある生涯スポーツの振興に取り組

んでまいりたいと考えているところでございます。 

 次に、若者が楽しめる施設をでございますが、以前にも若者が交流できる施設の整備というこ

とで、ボルダリングやスラックライン、スケートボードやミニバスケットができる施設をという

ご質問をいただいてまいりました。 

 このようなスポーツが現在、若者の間で人気を得ており、特にボルダリングやスケートボード

などは東京オリンピックに正式採用され、注目を集めたことから人気急上昇中のスポーツとなっ

ております。そういったことから、これらのスポーツができる施設が近隣にあることは承知して

おりますが、当町におきましては整備されていない状況でございます。 

 今後、競技の安全性にも配慮をし、誰でもスポーツ参加者、成人式実行委員さんをはじめとす

る若者やスポーツ推進委員さんなど、様々な方からのご意見をお聞きする中で、若者が集い、楽

しめるスポーツ施設について引き続き研究してまいりたいと考えております。 

４番（祢津さん）  ただいま教育長、担当課よりご答弁いただきました。 

 （イ）の学びの改革についてですが、私は、現状と、あるべき姿の差を埋めるのが政策だと思

っています。現状の子ども達は、保護者は、地域は、園と学校の教職員は、町と教育委員会はな

ど、それぞれの立場でしっかり考え、目指すべきところはどこなのか、何をするためにやるのか

を明確化し、目的と手段を取り違えず、一丸となって坂城の子は坂城で育てていきたいと思いま

す。 

 これからの社会で必要な「４Ｃ教育」というものがあります。コミュニケーション─様々な人
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と意思疎通ができる。コラボレーション─協力し合うことができる。クリティカルシンキング─

与えられた答えだけに頼らず、あらゆる問題を自分の力で分析したり解決できる。クリエイティ

ビティ─創造力を発揮できる。ぜひこの４つを大切にし、未来を生き抜くスキルを身につけてほ

しいと思います。 

 （ロ）の子ども支援室につきましては、先日の町長招集挨拶でもありましたが、子育て支援ア

プリなどを新たに導入するなど、数多くの支援を実施していただけるかと思います。 

 アフリカに、子どもを１人育てるのに村が一つ必要だという言葉があるそうです。かつて子ど

もは地域で育てるもの、大人たちがみんなでかわいがったり、叱ったり、面倒を見ていたもので

した。 

 しかし、核家族化が進み、子育ては夫婦２人のものになり、特にお母さんの負担が大きくなり

ました。お母さんは孤独だと思います。お父さんも孤独だとは思いますが、子育ての悩みについ

ては子どもと接する時間が圧倒的に多いお母さんは大変なことでしょう。お母さんがにこにこ笑

顔ならば、子どもは安心します。子ども達の幸せは、親の幸せから始まります。ぜひ親業も含め、

孤独にしないためのフォローをしっかりできる体制があればよいかと思います。 

 （ハ）の生涯スポーツ推進につきましては、２０１６年に「スポーツ弱者を世界からなくす」

をビジョンに「世界ゆるスポーツ協会」という協会が立ち上がりました。 

 ゆるスポーツとは、年齢、性別、運動神経に関わらず、誰もが楽しめる新スポーツ。超高齢社

会でスポーツ弱者の多い日本だからこそ生み出せるみんなのスポーツ。勝ったらうれしい、負け

ても楽しい。多様な楽しみ方が用意されているスポーツ。足が遅くてもいい。背が低くてもいい。

障がいがあっても大丈夫。あなたのスポーツが必ず見つかりますをコンセプトに、スポーツクリ

エーターの方々が立ち上げたすばらしい協会です。 

 その協会の一つのプロジェクトとして、ご当地ゆるスポでは、地域の特色や文化を丁寧に掘り

起こし、ご当地ならではのゆるスポーツをみんなで作り上げ、地域の皆さんが楽しく体を動かせ

る、町おこしとして地元が盛り上がっていく、伝統的な魅力エリアを飛び越えて発信されていく。

そんな夢をゆるスポーツの力でサポートするプロジェクトもあるようです。 

 このような協会があることをお知らせしながら、ぜひいろいろな視点から町民の健康増進と医

療費削減、そして人生１００年時代を笑顔で元気に生き抜ける町になるよう、ともに頑張ってい

きたいと思います。 

 これで、私の一般質問は終わります。 

議長（西沢さん）  以上で、通告のありました１３名の一般質問は終了いたしました。 

 ここで、１０分間休憩いたします。 

（休憩 午後 ２時１７分～再開 午後 ２時２７分） 

議長（西沢さん）  再開いたします。 
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 日程第２「議案第３号 坂城町積立基金条例の一部を改正する条例について」、以下１４件の

議案については、全て去る３月２日の会議において提案理由の説明を終えてあります。 

────────────────────────────────────── 

◎日程第２「議案第３号 坂城町積立基金条例の一部を改正する条例について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

────────────────────────────────────── 

◎日程第３「議案第４号 坂城町固定資産税評価審査委員会条例の一部を改正する条例につい

て」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

────────────────────────────────────── 

◎日程第４「議案第５号 坂城町手数料条例の一部を改正する条例について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

────────────────────────────────────── 

◎日程第５「議案第６号 坂城町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につい

て」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

────────────────────────────────────── 

◎日程第６「議案第７号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

────────────────────────────────────── 

◎日程第７「議案第８号 坂城町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例について」 

議長（西沢さん）  これより質疑に入ります。 

１２番（塩野入君）  放課後児童育成研修、これは放課後児童支援員認定研修ということですが、

これはどんな研修をどれぐらいの期間、いつごろ、どこで開催するのかお聞きします。 

 それと今回の改正で例えば、４月にこの放課後児童健全育成事業に従事する職員がいたとして、

そうすると、この条例第１０条３項の各号で例えば保育士の資格があります。あるいは社会福祉

士の資格はあるけれど、まだ研修を受けていないと、４月時点でです。入る予定はあるんだけれ

ど、入っていない。これから４月以降に入って速やかにこれから当該研修を受けて、それを修了

する予定であると。その人たちは４月に入った時点で、支援員としての位置付けで働けるのかど

うか。４月からまだ受ける前であるけれども、４月から支援員として資格というか、その身分で

働けるのかどうか。その２点お願いします。 
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子ども支援室長（鳴海さん）  ただいまご質問をいただきました、認定研修についてでございます。 

 まず、１点目といたしまして、どんな研修かということでございますが、この研修は都道府県

知事が行う研修に加えて、指定都市の長が行う研修とされております。 

 内容といたしますと、子どもを理解する基礎知識ですとか、支援員として求められる役割・機

能等の強化がその内容となっております。 

 続いて、２点目の研修の期間でございますが、こちらは４日間となっております。いつ頃かと

いうことですけれども、県内においては例年１０月から１２月にかけてこの研修が行われており

ます。 

 次に、会場はどちらかということですけれども、県内では千曲市、松本市、伊那市の３会場で

研修会が行われております。 

 それから、今回の認定研修の受講前に支援員として勤務ができるのかということでございます

けれども、この職に当たっていただく職員につきましては、議員さんからもありましたように、

第１０条の３項の各号に該当するということが、もう既に資格などを有されているということか

ら、４月に就任した先生、支援員の方につきましては速やかにその後研修を受け、修了すること

を予定している者は勤務ができるということとなっております。 

 ４月から就任して、速やかにこの研修を修了することを予定している者は、勤務できるという

こととしております。 

１２番（塩野入君）  そうすると、その１０月に受けるまでは無資格で支援員として働くと、こう

いうふうに理解していいんでしょうか。その辺をお聞きします。 

 それから、条例のこの第５条第５項の中で、放課後児童育成事業所は、これは今、坂城は児童

館です。児童館の管理者は、これは教育委員会です。それじゃあ、その放課後児童健全育成事業

の事業者は、これは教育委員会ということでいいんでしょうかね。そうだとすると、児童館の開

館時間は８時半から６時半と定められています。ただ、そこで教育委員会が認めれば変更できる

とあるので、この前、一般質問で児童館は３０分早めて８時からということになっていますが、

それはこのただし書きの適用というふうに理解していいんでしょうかね。それが２つ目。 

 もう一つ。児童館長は教育委員会が任命します。館長は職務を掌り、所属職員を指揮監督する

などの任務があるわけです。それとあわせて放課後児童健全育成事業というのは、この館長は、

館長とこの事業と、どのように関わっているのか。要は、放課後児童支援員の館長は役割を持っ

て、それも持って両方やっているのか、その関わりです。館長の仕事はありますよ、それでこち

らの指導員のほうは一緒に多分やっていると思うんですが、その辺の関わりはどうなんですか。

それをお聞きします。 

子ども支援室長（鳴海さん）  先ほどいただきました研修受講前に支援員として勤務ができるのか

というご質問についてでございますけれども、勤務についていただく先生方におかれましては、
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第１０条の３項の各号に該当する資格をもう既に有されているというところと、また４月にその

先生方が切りかえになるタイミングというものがございますので、就任した後その時点では研修

は受けていないんですけれども、就任後は速やかに研修を修了する者を予定しているということ

で、こちらについては４月時点では研修を受けていない支援員の先生方についても勤務ができる

とするものでございます。 

 続きまして、先ほどの放課後児童健全育成事業者は教育委員会となるのかというご質問につい

てでございますが、この健全育成事業を行う者は市町村とされております。この市町村につきま

しては町でございますが、町では教育委員会が主管として、この児童館、健全育成事業の運営を

しているというところでございます。 

 また、児童館の館長の役割についてでございますけれども、館長は教育委員会で任命をしてお

ります。町内の３つの児童館におきましては、来館する１８歳未満の児童を含め、館長が館全体

の運営にあたって任務を行っているという状況でございます。これとは別に放課後児童健全育成

事業に関しましては、館長も支援員として児童の適正な指導と支援にあたるということになって

ございます。 

１２番（塩野入君）  できるのはいいんです。資格がどうなのかということを私は聞いているわけ

で、資格がまだ予定だけれども、その資格が遡及して４月の時点でその資格というものは保証さ

れるのかどうか、その辺を聞いている。できる、できないではなくて。それはできるのはいいん

ですよ。 

 それから、大体、支援員を構成するのは、おおむね４０人以下というふうになっています。そ

の中で、この条例の１４条の第１項の５号に利用定員というのが記載されています。その利用定

員は何人でしょうか。 

 それから、現在の登録者数、３館まとめてでいいから、どのくらいでしょうか。それで、その

中で新型コロナで入館した人というか、登録した人、その人は何名でしょうか、それをお聞きし

ます。いいでしょうか。全体で何人登録しているか、３館全体で登録児童は何人いるか。そのほ

かに、このコロナで入館した人は何人いらっしゃいますかということです。特に聞きたいのは、

コロナでどのくらい入っているかということです。 

 それから、最後ですが、その占用区画、面積、児童１人当たり１．６５以上と、こういうふう

に定められているんですが、現在さっきのお話の中では、児童の数は３館合計で大体４０人前後

ということで３分の１程度だろうと、こういうことであります。それで、なおかつ新型コロナ対

策でできるだけ間を、間隔を広げたりするなど、その対策を講じているということでありますの

で、かなりそれぞれのスペースが広いと思うんです。その占用区画の面積です。これは今の状況

で言うと、１人当たりの占用区画の面積はどのくらいになるでしょうか。 

 以上。 
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議長（西沢さん）  議案審議の途中ですが、ここで暫時休憩いたします。 

（休憩 午後 ２時４０分～再開 午後 ２時４７分） 

議長（西沢さん）  休憩前に引き続き、議案審議を続けます。 

教育文化課長（堀内君）  児童館の支援員の研修につきまして、こちらの資格につきましては、勤

務する資格を有するといったものでございます。支援の単位ごとに２人以上の支援員が必要にな

りますが、１名は補助員といったことが認められております。その補助員が研修を受けた暁には、

支援員として勤務いただくような形を考えております。 

 また、児童館登録人数でございます。令和元年５月１日現在でございますが、３館合計で

１３９名となってございます。そして、今回の新型コロナウイルスの関係の緊急対応で利用され

ている児童の人数は３３名となってございます。おおむね３分の１といったことでございます。

そういった中で、通常１人当たりの占用区画の面積といたしますと、１人当たり１．６５平米と

いった基準がございますが、今回のコロナウイルス３３名の利用者、こちらで割りますと、平均

して１２．６平米と１０倍近い空間が確保できるような状況となってございます。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

────────────────────────────────────── 

◎日程第８「議案第９号 坂城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について」 

議長（西沢さん）  これより質疑に入ります。 

１４番（大森君）  ２点についてお尋ねいたします。 

 この国民健康保険の保険者、これは低所得者が加入されているということでよく言われており

ますけれども、この加入者に対する１００万円未満の世帯数というのは、何人で何パーセントで

しょうか。 

 次にもう１点は、今度これは税率が変わるという条例でございますので、総計で何パーセント

の税率変更になるのか。この２点についてお尋ねします。 

福祉健康課長（伊達君）  国民健康保険加入の状況ということで１００万円未満の方ということで

ありますけれども、世帯数でお答えさせていただきますと、１００万円未満、現在１，９５５世

帯のうち９４４世帯ということで、全体の４８．３％という状況でございます。 

 それと今回の改定に当たっての改定率ということでございますけれども、全体で申し上げます

と１．７６％の増ということでございます。 

議長（西沢さん）  よろしいですか。 

１４番（大森君）  はい。結構です。 

議長（西沢さん）  ほかにございませんか。 

（「進行」の声あり） 

議長（西沢さん）  これにて質疑を終了いたします。 
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 これより討論に入ります。 

１４番（大森君）  （………………………………………………………………………………………… 

…………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………） 

 「質疑終結、討論終結（原案賛成、挙手多数により）可決」 

────────────────────────────────────── 

◎日程第９「議案第１０号 町営住宅等管理条例の一部を改正する条例について」 

議長（西沢さん）  これより質疑に入ります。 

７番（栗田君）  ちょっとお伺いしたいんですけれども、第１３条第１項で、この中に未納の家賃

というのを賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行に改めるということで

すけれども、これだと家賃滞納以外の何らかの債務不履行も全部含まれるようになると思います

ので、これっていうのは拡張するという意図がおありなのかどうか。そこを１点、聞きたいとこ

ろ。 

 それから、その後に続いて１３条に敷金の規定があるわけですけれども、その敷金の規定を見

ると私が今問題にしている１３条第１項、その後に続いて敷金をその債務の弁済に充てることが

できるというのが町のほうはできるわけですけれども、債務者のほう、借りていて今度明け渡す

ようにと明け渡しの要件が、３９条で３カ月以上の滞納ということになっています。 

 それについて、そこの債務の不履行の弁済に充てることを敷金をもって、それを債務者のほう

からは請求できないという条件がついているわけですけれど、これは１３条の敷金の性質上こう

いう文言というのは必要なのかどうか。その２点お聞きしたいと思います。 

建設課長（宮下君）  賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務不履行、今まで家賃と

いう状況でございますけれども、栗田議員さんのご質問のとおり、家賃プラス退去の際に生ずる

修繕等に関わる負担も含まれているということでございます。 

 また、次の質問の敷金でありますけれども、敷金につきましても今回の民法等の改正等も含め

まして、家賃を滞納した場合、敷金をそれに充てることができるということでございますけれど

も、そういうことで栗田議員さんのご質問のとおり、この条例の中でその文言といいますか、そ

の条文は入れることが適正ということで今回の条例改正になっているところでございます。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
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────────────────────────────────────── 

◎日程第１０「議案第１１号 坂城町公民館条例の一部を改正する条例について」 

議長（西沢さん）  これより質疑に入ります。 

７番（栗田君）  この公民館条例の第４条第１項中に書いてあること、今回「館長及び副館長を各

１名置き」と、そして「次に掲げる」というふうになっているという。こういうふうに変更する

ということは、館長、副館長で、副館長はもう絶対置かなきゃいけないというつもりでこういう

ふうに書かれるのか。何で今までのでまずいのか。その点ちょっとお聞きしたい。 

 それから、第３号を第２号として、同条の第２項中「２年」というのを「任用または委嘱され

た年度の末日まで」というふうに改めるということは、もうこれは２年は全く消されて、１年未

満しか認めませんよということになると思うんですけれど、それでよろしいわけですかね。 

教育文化課長（堀内君）  まず１点目につきましては、館長、副館長といったものについては、こ

れまでと今後、改正後も変わらず置くといったことを考えております。 

 また、２点目の任期につきましては、２年と定めておりました期間を年度の末までといったこ

とで、１年ごとに更新をしていくと、そういった考え方でございます。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

────────────────────────────────────── 

◎日程第１１「議案第１２号 令和２年度坂城町一般会計予算について」 

議長（西沢さん）  直ちに総括質疑を行います。質疑に当たっては、自己の委員会の所管に属する

事項については各委員会においてお願いいたします。 

 また、質疑に際しましては、予算書のページ及び科目を明確に示して質疑されますようお願い

いたします。 

 まず、歳入について質疑に入ります。 

１０番（朝倉君）  ２点、質問をさせていただきます。 

 昨日もちょっと一般質問で私、申し上げたんですが、歳入の部で法人税の税率、収入の計上が

４１．２％の減ということになっておりますので、税法の改正等もあったんですが、ちょっとそ

の辺の内容を知りたいです。 

議長（西沢さん）  ページをお示しください。ページと科目を。 

１０番（朝倉君）  ４ページ、町税ですね。 

議長（西沢さん）  はい。４ページ。 

１０番（朝倉君）  ２０ページ。ふるさと納税寄附金の町から外へ出ている、ふるさと納税寄附金

の内容をちょっと知りたいんですが。 

 以上です。 

収納対策推進幹（池上君）  ４ページ、法人町民税の今年度の見込みについてお答えをいたします。 
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 町税全体では、前年比マイナス６．９％の減額ということで予算計上をいたしました。その主

な要因といたしまして、法人町民税の減少がございます。法人町民税の見込みは、今後の法人所

得の増減を考慮し見込まなければなりません。見込みにあたりましては、上場企業は公表されて

いる資料がございますので、それを参考といたしました。 

 売り上げが前年より伸びを示しているものの経費が増加したことや、輸出企業では想定為替

レートが円高に振れるなどを見込み、法人所得が減少すると見込んでいる企業がございます。そ

の他の法人については、国において２０２０年度、法人税は減少を見込んでいます。その法人税

が法人町民税の基礎となることから、その減少率を考慮し、見込みを行いました。 

 また、先ほどお話がありましたように、法人町民税の法人税割の税率が改正となり、その影響

も考慮したところでございます。このような原因により、令和２年度法人町民税の現年課税分の

見込みは、前年比マイナス２億３，５００万円ということで大きな減少で３億３，５００万円の

見込みを行いました。 

 続いて、ふるさと納税のお話をお伺いをいたしました。坂城町民の皆さんが、町外の市町村に

ふるさと納税の寄附をされた場合ということだと思うんですけれど、そうしますと坂城町の住民

税の寄附控除の対象となり、住民税が減少いたします。 

 過去３年で申し上げたいと思いますけれど、平成２８年中に寄附された方、町外に坂城の町民

の方が寄附された方は１０２名、７７２万３千円、その寄附されたことによって、次年度の平成

２９年度の町民税で控除された額は３３７万１千円でございます。 

 続いて、平成２９年に寄附された方は１４１名、１，３０９万４千円、次年度の平成３０年度、

住民税で控除された額は５５０万７千円、平成３０年中に寄附された方は１８８名、１，

５０６万１千円、次年度の令和元年度、町民税で控除された額は６７０万円となっております。

現在の令和元年度中に寄附された方で、令和２年度の町民税で控除される額につきましては、現

在、所得申告の最中であり、６月ごろ判明する予定でございます。 

議長（西沢さん）  よろしいですか。 

１０番（朝倉君）  法人税の関係でございますが、こういう計上をされているんですけれど、新型

コロナウイルスの影響もあって、ちょっとこれが経済の下振れになるとさらに下がってくると思

いますが、今の段階でどの程度になるかは予測されますか、できますか。 

収納対策推進幹（池上君）  先ほども申し上げましたように、法人町民税につきましては、今後の

法人所得の増減を考慮して見込まなければならないということでございますけれど、当初見込み

が１２月から１月、２月ということで準備を進めてまいりました。台風災害のこともございます

し、またコロナウイルスの感染症に対する企業の経営状況についても変化するところは考えられ

ますけれど、現時点でどのような動きになるかというのは申し上げる状況にはございません。 

１４番（大森君）  ５点についてお尋ねいたします。 
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 まず、１点。８ページの地方交付税、款１０項１目１ということで、前年度に比べて５千万円

の増ということなんですが、それで７億７千万円、これは増額の理由を一応メモはしたんですが、

保育の無償化ということの交付というお話だと思うんですが、この点について、それでいいのか

どうかということを１点。 

 それから２番目に、２２ページ、款２０同和地区住宅新築資金等貸付元利収入ということで、

歳入では１２万円が計上されております。これで何人の方が今返済されており、残高はどうなっ

ているのかということで、それについてご答弁願いたいと思います。 

 次に３つ目に、２４ページの款２０雑収入で項５目６、説明の０９１水道メーターシステム使

用料ということで４８万２千円ということで、これの利用者数と効果はどのように上がっている

のか。次年度もこれを実施するわけですが、そのことについてお尋ねします。 

 次に、２５ページ、款２１の臨時財政対策債、前年度の比較で１千万円が減額になっているわ

けですが、これについての理由は何でしょうか。 

 それと……。以上です。その４点です。よろしくお願いします。 

財政係長（長崎さん）  交付税の増額についてのご質問でございますけれども、普通交付税につき

まして、令和２年度につきましては、幼児教育・保育の無償化に関わる財政措置とあわせまして、

会計年度任用職員制度の導入に伴う、その方の期末手当分につきましても財政措置がされるとい

うことで、５千万円の増額計上といたしたところでございます。 

 あわせまして、２５ページの臨時財政対策債についてでございますが、こちらにつきましては、

国の総額が３．６％の減額要求となっていることから、１千万円の減額を見込んだところでござ

います。 

企画政策課長（臼井君）  同和地区の住宅新築資金の残高と納入をしている方の人数ということの

ご質問でございますけれども、まずは今年度末の残高の見込みにつきましては６名の方、９件ご

ざいまして、２，６５１万９，６２７円という見込みでございます。あと今年度、定期的に納付

いただいている方につきましては２名ということでございます。 

福祉健康課長（伊達君）  私からは、水道メーターのシステム使用料についてお答えをいたします。 

 これにつきましては、水道メーターの見守りシステムの中で、毎朝、水道を使い始めると、元

気で水道を使いましたよというお知らせをする、いわゆる元気メールというものと、あと一定時

間水道を使っていない、あるいは逆に水道を使いっ放しになっているという状況、これを異変と

捉えてお知らせする異変メールという２種類がございます。 

 そのうち、両方のメールの受信をご希望される方については、月々９９０円をいただくという

ことになっておりまして、こちらについては２０名の方を見込んでございます。また、異変メー

ルのみでいいという方については、月々６８０円をご負担いただくということで３０人を見込ん

でいるものでございます。 
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 効果というお話でございますけれども、今までこれを使って緊急対応を要したという反響はご

ざいませんでしたが、お話をお聞きする中では遠くにいても、こういうメールのお知らせをして

いただけるということで、大変ありがたいといったようなお話は頂戴しているところでございま

す。これについては、令和２年度についても実施をしてまいるということで考えているところで

ございます。 

議長（西沢さん）  ほかにございますか。 

（「進行」の声あり） 

議長（西沢さん）  これにて、歳入の質疑を終結いたします。 

 次に、歳出の質疑に入ります。歳出についてございませんか。 

２番（小宮山君）  ３５ページをお願いします。款２総務費項６企画費、それで説明番号の

１２００１の総合計画策定委託についてお聞きします。 

 第６次長期総合計画の委託というのと、まち・ひと・しごとも入ると思いますけれど、いずれ

にしても５５０万３千円がありますが、この策定はどこに委託をするのか。 

 それと、どんな内容というか、業務を委託するのか。その２点お伺いします。 

企画調整係長（瀬下君）  総合計画の策定委託ということで、委託先でございますけれども、シン

クタンクのほうに委託する予定ではおりますけれども、具体的にどこというところは、まだこの

時点ではちょっと申し上げられません。 

 委託の内容でございますけれども、まずは計画に合わせる基礎調査ですとか、それから計画上

の構成案、また基本構想、それから計画の策定支援といったところが策定業務という形になりま

す。 

 また、５５０万３千円の中には住民アンケートを今実施しておりますけれども、そちらのほう

の集計と回収も１００万円ほど入っている状況であります。トータルで５５０万３千円といった

形になります。 

２番（小宮山君）  １千人にアンケートを実施したとお聞きしていますけれども、そのアンケート

の内容とか、その発送とか回収とか、そういうのも外部委託をなさって実行されたということで

すか。 

企画調整係長（瀬下君）  内容につきましては、その委託先、専門業者、そちらとこちら側で内容

を詰めまして、内容についてはこちらのほうで示した内容を向こうのほうで配布から分析、そう

いったところを専門業者のほうで賄っていただくという形になります。内容については、町のほ

うで内容を決めているといった形になります。 

議長（西沢さん）  ほかにございますか。 

８番（玉川君）  ４１ページの款２項１目１３の消費生活費なんですが、これの消費生活というの

が具体的に何かよくわからないんですが、教えてください。 
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 それと、そこの消費生活費の１１０３１の食糧費とあるんですが、これについても説明をお願

いします。 

住民環境課長（山崎君）  消費生活一般経費の消費生活ということで、内容ということでございま

すけれども、この消費生活一般経費につきましては、消費者の立場で賢い生活といいますか、リ

サイクルあるいはエコといった観点で消費者の立場で、そのような自主的な活動をしていきたい

という活動を支援していくものでございまして、例えばこの中で町と消費者の会の共催によりま

して消費生活展というものを毎年、文化祭とあわせて開催しておりますけれども、そのような活

動を行うものでございます。 

 食糧費につきましては、これも先ほど申し上げました、消費生活に係る昼食代ということで計

上しているものでございます。 

議長（西沢さん）  ほかにございますか。 

１２番（塩野入君）  ４８ページ、款３民生費項１社会福祉費目１社会福祉総務費の中の４９ペー

ジに当たりますけれども、生活困窮者等自立支援事業、これは新規でありまして社協へ委託する

ようですが、その内容です。どういう事業なのか、お聞きをしたいと思います。 

 それから続いて、同じ中で５０ページであります。１８０４４社会福祉協議会補助金でありま

すが、これは一気に今年で１，２００万円増加しています。説明の中では、主には介護保険事業

の減収が影響するというようなお話を聞いていますが、簡潔でいいですから、その要因がどんな

ふうになっているのか、お聞きをいたします。 

 もう一つ、款１０教育費項１教育総務費……（「ページは」の声あり）ページは１１７ページ

です。款１０教育費項１教育総務費目２事務局費の中の０１１００５施設幼稚園の補助の中で、

細節１８０５０の施設型給付補助金でありますけれども、これは２７年に施行されて、それで今

回、制度改正で３択の中から、これを現在の幼稚園のまま施設型給付を受けるんだというところ

に決めたということでありますが、その選んだ理由といいますか、メリット、デメリットも含め

てそれをお聞きをしたいと思います。 

 それと、これは財政措置としては子ども１人当たりの教育、それから保育に通常要する費用を

もとに算定した公定価格を給付するんだと、こういうふうになっているわけです、財政措置の中

に。そのあたりの算式、計算式はどんなふうになっているんでしょうか。 

 以上、お聞きします。 

福祉健康課長（伊達君）  まず最初に、４９ページの一番下段になりますけれども、生活困窮者等

自立相談支援事業委託の内容でございます。 

 この事業につきましては、国の生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱に定めます福祉事務所

の未設置町村による相談事業として実施をするもので、社会福祉法人等への委託が認められてい

るということから、町社会福祉協議会への委託を予定しているものでございます。 
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 具体的な内容といたしましては、生活困窮者の複合的な課題に包括的・一元的に対応する窓口

の設置、また相談に来ることが難しい方に対しては訪問支援など、アウトリーチの対応あるいは

達成度や他の機関への適切なつなぎ、また自立相談の責任主体である県との連絡調整、それと相

談者の状況の把握と支援のフォローアップといったような内容になってございます。 

 次に、社会福祉協議会への補助金の増額についてでございます。 

 社会福祉協議会への補助金につきましては、単に社協の決算収支のみだけではなく、社協の持

っている積立金、基金でありますとか、繰越金といった資金残高も勘案して判断をしております。

今年度末における資金残高については、基金が８基金ございますけれども、合計で約６，

２１０万円、繰越金が２，９４０万円、合計９，１５０万円ほどが見込まれるというところでご

ざいますけれども、先ほど議員さんもおっしゃられたように、介護保険事業による収入が一番多

いときではこの収支として、介護保険だけで３千万円ほど黒字が出ていたわけですけれども、現

状ではほとんどそれがもう期待できないという状況でございます。 

 そういった状況の中で、基金等も取り崩してという対応をしているところでありますけれども、

基金については先ほど８基金ということを申し上げましたが、それぞれ使途・目的がございます。

その中で、財政調整的な役割として充てられるものについてはかなり目減りをしているというこ

とで、この部分だけを切り出してみますと、今年度末で２千万円を割り込む状況であると見込ん

でいるところでございます。こうした状況を総合的に勘案しまして、財政運営上の観点から、補

助金の増額をするということでございます。 

 なお、補助金の算定にあたりましては、社会福祉協議会は基本的には独立した社会福祉法人で

ありますので、自主経営の原則の考え方の中で自主財源、可能な範囲で充当をしてもらうという

ことを前提に見込まれる不足分を算定したところでございます。これによりまして、経営を支え

つつも、自助努力についてもお願いはしていくということにしたいと考えているところでござい

ます。 

子ども支援室長（鳴海さん）  ご質問をいただきました、私立幼稚園の補助事業についてご説明い

たします。 

 私立幼稚園につきましては、２７年度から制度改正が始まりまして来年度、令和２年度から、

幼稚園からの施設型給付の申し出を受けまして、来年度の予算に計上をさせていただいたわけで

ございます。 

 メリットといたしますと、幼稚園につきましては、公定価格に基づく財政支援が受けられると

いう点から経営が安定するというところと、配置する職員についての増加ですとか、職員の処遇

改善が見込めるといったところがメリットとなっております。 

 また、デメリットについてというところでございますけれども、町から財政を受けるというこ

とになりますと、利用者の申し込みを拒んではならないというような制約を受ける内容がありま
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すけれども、こちらについては町の保育園と情報共有をしながら連携を図ってやっていきたいと

考えております。 

 続いて、公定価格についてのご説明、ご質問でございますが、公定価格につきましては今回、

施設型給付ということで、こちらは教育保育に通常要する費用として、内閣総理大臣が定める基

準によって算定した額となっております。こちらについて、全国統一費用分と県のほうからの地

方単独費用分といったものでの国、県からの財政支援もあるという内容になっております。 

１２番（塩野入君）  まず、自立支援の相談の関係ですけれど、これは５００万円ということです

が、それで一元的でやったり、それから訪問したり、つなぎをしたり、いろいろこの予算がある

と、こういう今説明を受けました。これは何人ぐらい、この５００万円という形の中で人数とい

いますか、その算出です。何人ぐらい、どんな形でこれは算出しているのでしょうか。 

 それと訪問もありますけれども、その手続です。簡単でいいですから、どんな形で手続、該当

者がこれを受けるための手続はどんなふうにやるのか。それはうんと簡単でいいですから、言っ

ていただきたいと思います。 

 それから、福祉の関係、協議会の関係ですが、財調的なもので２千万円弱、それから繰越金で

２，９４３万２千円というふうにありますが、そうすると４千万円。大変なことはわかりますけ

れども、前の２８・２９・３０年度だって大変厳しい状況が見えるんですが、なぜここに来てこ

の２年度で一気にこう上げたかどうか、その辺ちょっとお聞きをしたいと思います。 

 それから、幼稚園のほうですが、この前と大きく変わるところ、どう変わるところがあるのか、

それをお聞きをしたいと思います。 

 それから、市町村が５年の計画を立てる策定をするとなっているんですが、その中身、それと

５年ごとにつくり変えていくのかどうか、その辺をお聞きします。 

福祉健康課長（伊達君）  まず、自立相談事業についての５００万円の内訳と申しますか、根拠で

ありますけれども、主にはここに携わる職員の人件費ということになるかと思います。それと、

そのほか消耗品類、またアウトリーチをする際の車の燃料費等々を計上してございます。 

 それと手続というお話ですが、この相談事業については特段相談者については手続を要しない

ということであります。直接ご相談いただいても結構ですし、電話での相談あるいは、ほか例え

ば民生委員さんですとか近所の方ですとか、そういう方を介しての相談でも、これは構わないと

いうことでございます。 

 それと社会福祉協議会の補助金の関係でありますけれども、なぜこのタイミングなのかという

趣旨のご質問かと思いますけれども、先ほども申し上げましたけれども、基本的な考え方として

独立した社会福祉法人ということで、自主独立による経営を行っていただくということが重要だ

と考えています。それについては社会福祉協議会の定款の中でも、自主的に経営基盤の強化を図

るという条項がございます。ここ数年の経営状況が厳しいということは私どもも承知をしている
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ところでありますけれども、基本的な運営の本質に鑑みまして、町として、先ほども申し上げま

したけれども、単なる決算収支だけではなく、積立金、繰越金、これらの残高を勘案する中で今

回のタイミングを判断したということでございます。 

子ども支援室長（鳴海さん）  ご質問をいただきました私立幼稚園についてでございますけれども、

移行する前の幼稚園につきましては、無償化の給付事業といたしまして、無償化の上限額１人利

用が２万５，７００円を超える部分が保護者の負担とされておりました部分が、新制度へ移行す

ると保育料の負担がなくなるという点が大きな点でございます。 

 続いて、５年の計画ということでございますけれども、５年に１回、子ども・子育て支援事業

計画を策定しておりまして、そちらで保育に関する需要に対しての供給の体制がとれるように調

整をしているところでございます。 

 計画につきましては、５年ごとに計画を策定しております。 

議長（西沢さん）  ほかにございますか。 

９番（滝沢君）  １点お願いいたします。 

 １３３ページ、款１０教育費項４社会教育費の説明の１４００４施設整備工事３７０万円計上

されておりますが、これは葛尾城登山口の駐車場のトイレということの理解でよろしいでしょう

か。そうでありましたら、このトイレの工事内容をお願いいたします。 

教育文化課長（堀内君）  １３３ページの施設設置工事費３７０万円につきましては、葛尾城跡登

山用のトイレといったことを予定しております。内容といたしますと、手洗い付き洋式便器１基、

小便器１基を予定してございます。 

９番（滝沢君）  今のご説明ですと、特に男女を分けてはいないという理解でいいしょうか。それ

がちょっとどうなのかという感じがするんですが。 

 それと１０月に山城サミットがあるので、それに合わせるということの理解でよろしいでしょ

うか。 

教育文化課長（堀内君）  こちらのトイレにつきましては男女の別はございませんが、これまで日

名沢のゲートボールコート内にありましたトイレを移設するような形で考えておりますが、それ

ぞれ今まではドアがついておりません。そんな状態でありましたので、今回は小便器のほうにも

戸をつけて、それぞれ分離した状態のものを計画をしております。 

 また、山城サミット、この１０月３１日、１１月１日に予定されておりますが、それに合わせ

て整備をしてまいりたりいと考えております。 

議長（西沢さん）  ほかに。 

１０番（朝倉君）  款６項農林水産……。 

議長（西沢さん）  ページをお示しください。 

１０番（朝倉君）  ９１ページです。項２林業費１２００３間伐推進委託費ということで、森林経
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営管理区域抽出業務委託ということで４１０万円を計上しておりますが、この内容について説明

してください。 

商工農林課長（大井君）  間伐委託のご質問についてご説明を申し上げます。 

 こちらにつきましては、まず財源といたしまして、森林環境剰余税を活用いたしまして、令和

元年度から事業を進めておるところでありますが、本年度において対象森林の抽出図を作成して

おります。来年度におきましては、対象森林の施業履歴、樹種（木の種類）、それから樹齢、所

有者等の調査をいたしまして、そういったものをデータ化をしていく予定でございます。 

１０番（朝倉君）  これをどこへ委託しているんでしょうか。 

商工農林課長（大井君）  これは予算をお認めいただいてから入札をしてまいりたりいと考えてお

ります。 

議長（西沢さん）  議案審議の途中ですが、暫時休憩いたします。 

（休憩 午後 ３時４０分～再開 午後 ３時５０分） 

議長（西沢さん）  再開いたします。 

 ここで会議時間の延長を申し上げます。 

 本日の会議は、本日の議事日程が終了するまで、あらかじめ会議時間を延長いたします。 

 休憩前に引き続き、歳出についての質疑を行います。 

１４番（大森君）  歳出、３点お尋ねいたします。 

 ２８ページの款２総務費、項１、目１総務一般管理費です。これ職員のいろんな諸手当等も含

まれているんですが、新規採用はどうですかということで、この４月から勤務される職員は、予

定どおり採用、当初の目的の人数が採用できたのかどうか。そして、一般職、そして技術関係、

保健師だとか保育士だとか栄養士だとか、そういうところの内訳をお示し願いたいと思います。 

 ２つ目には、３０ページ、款２の総務管理費、項１、目１の説明０７００４顧問弁護士謝礼

３３万円。これは、現在あるいは次年度もあれなんですが、係争中の事件はあるのか、あるいは

係争になりそうな点はあるのかどうか、これについてお尋ねします。 

 ３つ目には、１０２ページ、款８道路新設改良費、項２、目３、説明０１０８０５、道路改良

事業、Ａ０１号線です。若草橋がこれで供用開始ということになってくるわけですが、こないだ、

ここを通って上田のほうに向かったんですが、鼠と新地の間に、仮舗装なのか、あるいは本格舗

装かちょっとわかりませんが、黒い舗装がやり直してあったんです。これ、どういうことなのか

についてご説明願いたいと思います。 

 以上です。 

総務係長（北村君）  まず、ご質問の職員採用の関係でございます。 

 予算の予算計上上につきましては、新規採用職員が１２名で予算見込んでおります。今、採用

活動を行ってきておりますが、一般行政職、保育士、栄養士それから土木技士といった職員を採
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用する見込みで予算計上させていただきました。 

 続いて、顧問弁護士の関係ですけれども、今年度、２件について顧問弁護士に相談して、相談

させていただいたところです。 

建設課長（宮下君）  Ａ０１号線の新地団地入り口から鼠・ベイシア前交差点にかけての舗装の関

係でございますけれども、現在、その区間については下水道工事を行っておりまして、先般、お

おむね終了したところでございます。 

 なお、その間につきましては、本来ですとＡ０１の本線のほうへ下水道管渠工事を行う予定で

したけれども、本線のほうがＮＴＴ管が２本、また中電の埋設管が１本ございまして、舗道のほ

うへ下水道管を設置する工事となったところでございます。 

 現在、舗装してあるのは、各住宅からの取り出し管の舗装をしたところでございます。 

１４番（大森君）  新規採用についてですが、この時点でまだ正確な採用ということにはならない

んですか。入所式だ、何といいますかね、開所式、職員の仕事始めといいますか、その時に、出

席した人が本格採用になるということになるのかどうか。もう当然、採用通知は出ていると思う

んですが、来るまではわからないという判断でいいんですか。いついつやるかということについ

て、当然、通知はもういっていると思うんですが、黙ってほかのとこへ行ってしまうというよう

なこともあって、まだ公表できないということなんですか。それの人数が明確になってないとい

うことについて、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 それから、顧問弁護士さん、２件、今相談されているということですが、相手方等について、

まあ個人情報いろいろとありますので、そこまではお聞きしませんけども、これは、ちょっと私

もよくわかりませんが、これ議会へ報告すべき内容というのは、まあこれについてもまた私ども

のほうで調べなきゃいけないと思うんですが、もしそれの状況があれば議会へ報告すべき事案だ

ということであるかどうか、このことについてお尋ねします。 

 それから、３番目の若草、Ａ０１号線、下水道で各家庭が引き込んだ後をやっているというこ

となんですが、あの付近が結構、亀の子の背中みたいになってきています。やっぱり、これ、ち

ょっと早過ぎるんじゃないかなと。Ａ０１号線、若草橋が完了して、さて動き出したら、そこの

洞岩沢の前後あたりですかね──が結構、割れていると。いや、これは何か原因があるんじゃな

いか、施工上の問題があるんじゃないかというふうに私は見たんですが、それについて、問題あ

りませんということであればいいんですが、その辺の答弁をお願いします。 

総務係長（北村君）  まず、職員採用の件でございますけれども、採用の人数が固まっているじゃ

ないかということですが、資格職の方がおりまして、合格が条件となって、それによって合格、

採用が決まるといった方もおりますので、現時点では１２名で見込んでいるということでお願い

したいと思います。 

 それと、顧問弁護士の関係ですけれども、議会に報告する案件といいますか、事前にちょっと
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でも心配な点について質問・相談したことが本年２件あったというような状況でございます。 

建設課長（宮下君）  ご質問のとおり、新地から鼠にかけてのＡ０１号線については、非常に傷ん

でいるという状況でございます。長寿命化計画の中でももう上位のほうに、修繕行うようにとい

うことで、今計画をしているところでございます。 

 いろいろ原因等は、要因、考えられるわけでございますけれども、下水道工事で掘削する中で

は、上に洞岩沢、また鼠団地とありますけれども、その傾斜等により下層に水がたまる、そうい

う中で、その凍結によって舗装が傷んできているのではないかと、想定されるところでございま

す。 

 いずれにしましても、今のＡ０１舗装修繕、坂城方面を行っておりますけれども、あわせて、

そちらのほうの舗装修繕につきましても国の交付金申請を行ってまいりたいと考えているところ

でございます。 

議長（西沢さん）  ほかにございますか。 

（「進行」の声あり） 

議長（西沢さん）  よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

 これにて総括質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１２号「令和２年度坂城町一般会計予算について」は、各常任委員会に審査を付託いた

したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（西沢さん）  異議なしと認めます。よって、本案については各常任委員会に審査を付託する

ことに決定いたしました。 

 歳入及び歳出の款１議会費、款２総務費のうち項１総務管理費中、目１１防犯対策費、目

１２交通安全対策費、目１３消費生活費及び項３戸籍住民基本台帳費を除く総務費、款３民生費

のうち項１社会福祉費中、目５人権同和推進費、目６隣保館運営費、款４衛生費のうち項１保健

衛生費中、目１０合併処理浄化槽設置費、款５労働費、款６農林水産業費、款７商工費、款８土

木費、款９消防費のうち項１消防費中、目４水防費、目５防災費、款１０教育費のうち項２小学

校費中、目１小学校総務費の中のスマートエネルギー設備導入事業、款１２公債費、款１４予備

費の各事項を総務産業常任委員会に、歳出の款２総務費のうち項１総務管理費中、目１１防犯対

策費、目１２交通安全対策費、目１３消費生活費及び項３戸籍住民基本台帳費、款３民生費のう

ち項１社会福祉費中、目５人権同和推進費、目６隣保館運営費を除く民生費、款４衛生費のうち

項１保健衛生費中、目１０合併処理浄化槽設置費を除く衛生費、款９消防費のうち項１消防費中、

目４水防費、目５防災費を除く消防費、款１０教育費のうち項２小学校費中、目１小学校総務費
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の中のスマートエネルギー設備導入事業を除く教育費の各事項を社会文教常任委員会に、それぞ

れ審査を付託いたします。 

────────────────────────────────────── 

◎日程第１２「議案第１３号 令和２年度坂城町国民健康保険特別会計予算について」 

議長（西沢さん）  これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

（「進行」の声あり） 

議長（西沢さん）  よろしいですか。（「はい」「進行」の声あり） 

 これにて総括質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案については、社会文教常任委員会に審査を付託いたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（西沢さん）  異議なしと認め、本案については社会文教常任委員会に審査を付託することに

決定いたしました。 

────────────────────────────────────── 

◎日程第１３「議案第１４号 令和２年度坂城町下水道事業特別会計予算について」 

議長（西沢さん）  これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

（「進行」の声あり） 

議長（西沢さん）  これにて総括質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案については、総務産業常任委員会に審査を付託したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（西沢さん）  異議なしと認め、本案については総務産業常任委員会に審査を付託することに

決定いたしました。 

────────────────────────────────────── 

◎日程第１４「議案第１５号 令和２年度坂城町介護保険特別会計予算について」 

議長（西沢さん）  これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

（「進行」の声あり） 

議長（西沢さん）  これにて総括質疑を終結いたします。 
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 お諮りいたします。 

 本案については、社会文教常任委員会に審査を付託いたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（西沢さん）  異議なしと認め、本案については社会文教常任委員会に審査を付託することに

決定いたしました。 

────────────────────────────────────── 

◎日程第１５「議案第１６号 令和２年度坂城町後期高齢者医療特別会計予算について」 

議長（西沢さん）  これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

（「進行」の声あり） 

議長（西沢さん）  これにて総括質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案については、社会文教常任委員会に審査を付託いたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（西沢さん）  異議なしと認め、本案については社会文教常任委員会に審査を付託することに

決定いたしました。 

 ただいま各常任委員会に審査を付託いたしました日程第１１、議案第１２号から日程第１５、

議案第１６号までの５件については、次回の会議において審査結果の報告をお願いいたします。 

 以上で、本日の議事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日１２日から３月１８日までの７日間は、委員会審査等のため休会にいたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（西沢さん）  異議なしと認めます。 

 よって、明日１２日から３月１８日までの７日間は休会とすることに決定いたしました。 

 次回は３月１９日、午前１０時から会議を開き、予算案の委員長報告、討論、採決等を行いま

す。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後 ４時０５分） 


